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(R5o6 千葉地裁刑事訟廷事務室）

配布資料一覧表等

(令和.5年度当直事務等説明会（令状・勾留）用資料）

スライドのプリント

① 令状編

③ 勾留請求事務編（添付書類：勾留事務チェックシート）

④ 被疑者国選手続編（添付書類：被疑者国選チェック表）

⑤ 準抗告編

1

2 令状チエックシート （17枚。添付資料「公訴時効一覧表｣）

①通常逮捕､②緊急逮捕、③捜索差押、④捜索、⑤差押、⑥検証､⑦鑑定処分、

⑧捜索差押（強制採尿)、⑨鑑定処分（強制採血)、⑩身体検査（強制採血)、

⑪鑑定処分（頭髪採取)、⑫身体検査（頭髪採取)、⑬記録命令付差押、

⑭差押（ﾘﾓﾄｱｸｾｽ)、⑮捜索差押（ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽ）⑯捜索差押許可状（税関)、

⑰臨検捜索差押許可状（税関）

添付資料（｢公訴時効一覧表｣）

※A3書面をA4で印刷する場合は、印刷画面でプリンタのプロパテイ→用紙サイズ(P)でA4を

選択→OK→印刷

ダ

ー

反ニュアル

■
①
②
③

３

勾留

接見等禁止

被疑者国選弁護人

4 勾留見本記録（日本人）

5 勾留見本記録（外国人）

6 被疑者国選手続見本記録（千葉地裁処理ve r.)

ｰ
※上記以外の参考資料として、庁内HPに掲載されているものとしては、以下のとおり

，’ ｜ﾏﾆｭｱﾙ(当直用）(上記3の’ ｜ﾏﾆｭｱﾙの詳細版）
・令状・勾留事務処理マニュアル（当直用） ＞ （当直用）勾留事務処理マニュアル

・令状・勾留事務処理マニュアル（当直用） ＞ 当直用令状事務処理マニュアル

・被疑者国選事務処理マニュアル（当直用） ＞ （当直用）国選弁護人選任処理マニュアル

※当直の際は､当直室において、個別の連絡事項として、「地裁刑事訟廷からの連絡事項」ファイル等

が引き継がれることがありますので、同ファイル等の確認もお願いします｡

なお､同ファイルは､｜

※当直室及び勾留質問エリアの見学を希望される方は､令状事務説明会､’

’お、同ファイルは、

研修において行う
ことが可能であるため、事前に令状事務説明会については刑訟庶務係｜‐ ー修については刑

訟事件係にその旨を申し出ていただきたい。

※実際の勾留質問を見学されたい方は、事前に刑訟事件係（月火希望は簡裁刑事係）にその旨を申し

出ていただきたい。

以上

、



令和5年度当直事務等説明会用資料

1－－ ~ 訂 ■
－

マニ｡可 ‘

|、ﾏﾆｭｱﾙ類
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マニュアル等の所在①目 次
1マニュアル類

①

② 主なものは地家裁庁内ホームページに掲載

2当直用PC

1マニュアル等の所在

2令状

3勾留請求事務

4被疑者国選選任手続

5準抗告

L
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ｰ

が使用できない場合用できない場合マニュアル等の所在②
令状審査票

令状ﾁｪｯｸ診一卜

各種書式

（庁内HPにも掲載)の『I が使
用できない場合の事件処理について｣を参照

二も掲載)の『I が使

８
４

５

1立件

で立件すべき事件は、
緊急時用事件簿(紙帳簿)を使用して立件する。

2各帳票の作成

勾留･接見禁止｡被疑者国選は、

被疑者国選の手書き用書式は、

－－ －－ －

※不要書類は、

「令状関係不要害類保管霜J蕊1
｜

､

一 一 ■ － － 画一 一 一一一
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－－ －－ － L －

ｰ一

1当直の令状処理態勢

■平日夜間(書記官･事務官 ）

午後5時から翌午前8時30分まで

■;休日昼間

譲騨赫煎.晴.雌椛購。
＞

＞

＞

■休日夜間(魯記官･事務官 脚
午後5時から翌午前8時301分まで

〈洞

状 編

千葉地裁刑事訟廷

ー

3主な令状関係事件

(勾留請求事件を除く）

な令状主8

(’
2令状当番裁判官

斜
廻
般
留
一
勾

１
２

1令状
'延長

i状(勾留に代わる観護措置）
'執行停止

'取消
,等禁止一部解除

萱令状等事務処理ﾏﾆｭ認!f(勾留請求事佛を曝）
予内HPに掲載：
伏誘ｴｯｸｼｰﾄ（

ー
! → 保釈マニュアル

浬告 →準抗告ﾏﾆｭｱﾙ（

他(起訴状）

■ の｢時間外令状当番表｣に記載されて
いるとおり

口鶴騎蕊雲謙鍵晦辮謎謬識て
藪網辮識背離瞥鵠謹謹鰯謹灘。
■応援裁判官の肩書きは当番裁判官に合わせる。

■R3.4. 1喋降､祝休日におし玩ば‐翌日が朧日で＼か

蕊襄態潔･印裁鵬の場合I書ば､禅蝿

観護

勾留
勾留

３
４
５

は､千
のは.f

接見畠
→ 当直

《庁
令状

保釈

準抗f

その札

６
７
８

９

I

鐙醤墨
､翌

状犬チエック

ー→保，

告 →:

エアル
ー

マニュアル（

塞胃ロー：
●

ー

I- － －
4－2一般令状処理

（請求書の受領）

状■■■■■■

4－1一般令状処理(連絡）

■原則24時間受け付ける造

※予告の電話(夜間は到着1o分前〉がある。

■警察から令状請求の予告電話があったら､令状の
種別､請求予定時刻等を聴取し､当番裁判官へ連
絡する(深夜を除く)。

■午後5時以降に受け付けたものは原則として夜間
の当番裁判官が処理する。

哩鶉躍蕊蕊溌澪灘盲欝
確認しておく。

国難蕊繼蟹識塞蕊ﾁ型ｸする｡請求

｡謹翰溌蕊謬繍総蕾雰
も確認する。)｡．

け付けたものは原則として『ヨ

Ｉ

1
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4－4 一般令状処理

（処理帳簿）

－4 －m4－3一般令状処理

（受付･立件）

｡讓譲鵜鶴義攝譜する令状請求事件簿
■東京

簔蕊騨蓋蕊繧蕊鑛鰯検捜
理す

※地裁処理を要する場合で当日の担当裁判官が簡易裁判所
判事の場合は､地裁の肩書きで処理できる刑事部の裁判官
が在庁しているか探す"在庁していない場合は､その日の夜
間当番裁判官や に在住する裁判官に依頼毒ること
となる(旧当直事務の手引j別紙第6参照)｡

※擬浜税関壬葉税関支署請求の場合は､千葉簡裁、
千葉地裁に管轄がある6

に合致する令状請求事1■受付印

■受付

■受理時刻の記載(緊急逮捕）

■令状請求事件簿登載(簡裁又は地裁)､事件番号
記載(簡裁｢る｣､地裁｢む｣）
■簡裁と地裁の帳簿を間違えないこと
■緊急逮捕状については心事件簿の備考欄に受付時
刻と発付時刻を記入

刻の記載（

求事件簿§

ー

4－5一般令状処理
（請求書の審査）

■令状審査票に基づき審査する(令状1通につき1通
使用する）

鳳霊溌照鶏継銭響勉副壁
画累愚還蒲の場合､特に逮捕･引致の年月日時璽場所
の記載もれに注意

4－6一般令状処理
(起案･起案令状の審査）

処5 －

請求書

■ か｢手書き｣で作成

■令状への庁印の押捺は不要(H30121から）

画逮捕状(通常･緊急)以外は請求書を引用しない扱
い

■,令状用紙を間違えないこと

■』令状ﾁｪｯｸシート等の活用

■起案令樵の審査(令状審査票を使用）

■起案した令状､請求書､審査票をｸﾘｱファイルに入
れ､捜査資料と共に裁判官に提出

ー

エックシート等の

〕

入’

|－

L 』

■

4－7一般令状処理

（事後審査）

般令状処理4－8 －－8 －ﾛ■■■■■■

(請求者への交付）

■発付された令状と捜査

交付の際､必ず面前で

■'逮捕状以外の令状(捜
請求者Iこ返還する(講

■1令状請求事件簿に受制

■令状審査票､逮捕状諾

発付された令状と捜査資料を請求者に交付する

交付の際､必ず面前で指差し確認を実施する

逮捕状以外の令状(捜索差押等)の請求書原本も
請求者iと返還する(請求書謄本の提出は不要）

令状請求事件簿に受領印を受ける‘

令状審査票､逮捕状請求書謄本､返還令状は令状
関係書類引継簿に記載して引き継ぐ

資料

指差

斗を請求

皇し確認

誹
塞
交
施■裁判官から発付された令状を受け取ったら､令状審

査票に基づいて事後審査する

特に､押印､契印漏れがないか注意

※令状を起案した職員とは別の職員が行う。

■夜間執行許可の押印漏れに注意

求書原

｜
I

2
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4－9一般令状処理
（却下･撤回）

4-1 0 処理上注意すべき令状

Ｉ

■緊急逮捕､強制採尿､強制採血
要急で処理する。

■税関からの臨検捜索差押請求(管轄に注意）

､／東京税関成田税関支署からの請求は､必ず千葉
地裁名義で処理(関税法121条）

■｢却下｣、｢撤回｣共通の処理
γ捜査資料､請求書原本を返還し､受領印をもらう。
､/帳簿結果欄｢発付｣を抹消し｢却下』又は『撤回』と記載

､'静擬辮蹴謙蟻祷總月o日却下｣又
■却下の場合…請求書原本余白に

本件請求を却下する。
令和●年●月●日

干議擦簸“印
■緊急逮捕状は､逮捕の追認であるから撤回はない。
要件を満たさない場合は却下することになる

からの請求は､千葉簡裁、
｝'ロ

;ないので、

浜

ヴ
ゾ

千葉地裁にも管轄がある。

、で作成できないので、
・使用して作成

Ｉ

ｰ

I 2当番裁判官が

理できない場合

1当番裁判官が

理できない場合

当番5－5－

処 処
■令状当番裁判官が処理できない場合の例

当番裁判官が簡裁判事のときに次の事件を処理する必
要がある場合

ゾ 東京税関成田税関支署からの関税法に基づく令状請
求

､′地裁の裁判官がした被疑者についての接見等禁止決
定に対する接見禁止一部解除請泰

謬線譲蕊騨嫌醤識鶏壹瀦瀧零
など

一 次の順位により処理可能な裁判官を探す

■令状当番裁判官

当番裁判官が簡身

次の順位により処理可能な地裁裁判官
依頼する

部の裁判官､②当該日の夜間当番裁判
蝉護り宣亀製降り順j壌嵯'し型さ

■5－1'の場合､獣
を探し､処理を掴

①在庁する刑事部
官､③当該日の応！

－1〃､+旦全

が簡裁判事の

｢在庁時間外の令状事務処理基準1(5)･当直事務の手引
別紙第6｣を参照

定

1

※ 保護許可状等､簡裁名義で処理する必要があり､当
番裁判官が簡裁発令のない裁判官である場合の順位に
ついても､｢当直事務の手引別紙第6(在庁時間外の令
状事務処理基準1(5))｣を参照

Ｐ
桧
！

ゾ

ー

ｒ
ｌ
ｌ

ｒ
ｌ

6 勾留
※3連休以上の連休

■『当直用令状等事務処理マニ

四請求書に受付印を押し、
－ 全匹Q8m0 ー す－＝~ グ ー 孟面△ロロ｡｡÷ E-nと、国

6 勾留延長
※3連休以上の連休の指定された日

当直用令状等事務処理マニュアル｣を参照

家書に受付印を押し、 ー~一■

;判官に記録(勾留状添付)を提出する。

:鎌:灘藍繍j蕊鰯壌枚目の理
濡鍔鵠簿鰯鶏管書記官記名印､職印

勾
留
状
２
枚
目

孔
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弓
、
４
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缶
西
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縮
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■
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Ⅱ
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９
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む
り
上

記
し
日
れ

日
■

雷鵜鱸鴎灌鵜患もら説
|直の応援の要否を算定する際にカウントするのを忘
,ないこと。

3
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Ｆ

7起訴状の受理

当直時間内に検察庁から起訴状が提出された場合

■受付印を押す。

※起訴状原本､添付されている起訴状謄本､起訴状
写し(2～4通)全てに受付印を押す6

※逮捕状､勾留状､国選弁護人選任通知書写しなど
の付属書類は押印不要

■当直訴訟書類受付簿に記載し､総務課を経由して
翌開庁日に地裁又は簡裁に引き継ぐ。

…
１
４
’
１
川
１
０
１
１
４
１
１
１
１

ｰ

ー
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令和5年度当直事務等説明会用資料

参照する主なマニュアル等

■〈当直用>勾留事務処理マニュアル

※勾留期間延長については､『当直令状等事務処理ﾏﾆｭｱﾙ｣に記戴

■接見等禁止請求がある場合の謄本作成･交付方法
一一一 一 一____三一

■

マニュアル

■， マニュアル(勾留･接見等禁止）

■ 勾留見本記録

勾留請求事務 編

千葉地裁刑事訟廷 ’
＝や

’いずれも庁内ホームページに掲載。

ー

凸
■
■
０
■
■
■
１
Ⅱ
Ｂ
■
■
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０
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ｐ
Ⅱ
Ｉ
Ｂ
ｐ
ｂ
’
■
■
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日
日
Ⅱ
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ト
ー
Ｂ
Ｐ
Ｉ
Ⅱ
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０
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Ｉ
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０
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｋ
Ｉ
ｌ
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Ｉ
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１
１
１

１
１

Ｉ

準1－1勾留事務の処理態勢

《通常》

■裁判官 名､書記官 名(1班､2班)､事務官
名で対応

《応援》

■勾留請求予定件数や被疑者国選の未処理
件数が一定の件数に達したとき'二発生
① 裁判官及び書記官の応援が発生
② 書記官のみ応援が発生

日
。

’一

１
－

ー

2勾留請求予定人数

■前日午後4時半ころ､検察庁から勾留請求予定表
が送付される。

土曜の日直…金曜日に刑事訟廷から連絡がある。

日曜の日直.､前日の当直員から引き継ぎを受ける。

■日直当日､裁判官に勾留請求予定人数を伝え､勾
留請求予定表を渡す。

図翌日が休日の場合は､応援発生の有無を確認して、
翌日の応援の裁判官及び書記官に､登庁の要否と
勾留請求予定人数(勾留莚長含む)･被疑者国選未
処理件数を連絡する。

時半ころ､検察庁か
る。
ロ 八、壺 貢r－TnB幸 ＝"宜子一J

直､､前日の当直員から引きボ

､裁判官に勾留請求予定

’

1

件 数

勾留購求予定 被疑考国選未処理

応援担当者登庁の要否

書記官 裁判官

幽議蕊



令和5年度当直事務等説明会用資料

3－2接見等禁止請求書の受理

地裁(む）簡裁(る）
■勾留請求に付随して接見禁止の請求があっ
た場合は、 蚕事務処理をする。

〉決定書1通と謄本3通(被疑養検察庁×塾が 。

驚諭鰄鵠鶴瀧*蝿誤鰡
じて 。

3－2接見等禁止請ヨ

地裁(I

･勾留請求に付随して鯛た場合は、
〉決定書1通と謄本3通(被疑者寺検察庁

3－1勾留請求書の受理

地謝む）簡裁(る）
．受付印を押し､受付時刻を記入する。
★逮捕から検察官送致まで48時間以内

★検察官受取時から勾留請求まで24時間以内
★逮捕から勾留請求まで72時間以内

■ 竃事務処理をする。
★勾留､接見等禁止､勾留延長け で事務処理をする。
※検察庁等から､被疑者が新型ｺﾛﾅウイルスに感染している､又
は､感染の疑いがあるとの連絡を受けた場合にば､裁判官の指示
により､ｺﾛﾅ対応による勾留質問を行う｡

（詳細は馳裁刑事訟廷からの連絡事項｣中の『新型ｺﾛﾅウイル
スに感染している､又は､感染している疑いのある被疑者の勾留
質問について｣を参照のこと｡）

リ簡裁（裁(る絶

〉少年の場合で､両親が離婚するなどして､親権者となってい
る者が『父｣または『母｣のみの場合は､除外されているのが
誰かよく確認する。

※例1「親権者たる父母』の｢父｣を削除
例2『親権者たる父母｣のF親権者たる』を削除

》｜鋤郷
や
少
－

１
‐
Ｉ
脾
ｌ
Ｌ

＝

F

少年法改正について
(R4.4. 1施行）

4勾留状等の起案留状等－33

4．4．1
一 一 一

■従前は､罰金以下の刑に当たる犯罪の場合は､司法警察員から画妾家
庭裁判所へ送致され､検察官から勾留請求さ稻垂ほな詠ったが(41
条)､今回の改正により､1B歳､19歳の少隼(特定少静については､検
察官からの勾留請求が可能となった(67条1項ｿ。

ただし､1B歳末満の少年についてIま､従前どおり司法警察員から直接
家庭裁判所へ送致されるため､検察官から勾留請求されることはないの

で要逹章a

西成年年齢が引き下げられたため､特定少年については親権者が観念で
きなくなり､2条から『成人』の定義が削除されたため､裁判官に相談のう
え接見等禁止決定の文言を修正する必要ありる

（例)｢被疑者の親権者たる共母』→『被疑者の父母」
F成人に達したときは｣→｢20歳に達したときは」

■勾留状への庁印の押捺は不要

る共f

:｣→『

奇の父

たとき

|‐ ．－

L 』

｜

’
6開錠｡施錠5勾留状等点検→記録を裁判官へ

① 勾留状､勾留事務チェック簿一卜
勾留状用紙2枚に被疑事実の要旨を合てつし勾留状を作成

する。

※別添写真の男(女)の場合､写真は末尾に添付する。
ﾁｪｯｸシートの事前審査梱の内容を確認し蕊チェックする。

②接見禁止等請求書と接見禁止決定書原本
（接見禁止等請求付きの場合）

‐と 『

③ 被疑者国選ﾁｪｯｸ表
（請求の有無にかかわらず全件作成する｡）

④被疑者国達請求書
（事前に請求書が提出されている場合)，

〃ロ、，

エ
－ ＝ 一

－
卜

ー卜W司

昨窯

１
１

ロ1

2



令和5年度当直事務等説明会用資料

8勾留質問の立会い7被疑者の呼出

■裁判官から被疑者呼出の指示があったら

､/勾留質問の順番を決める

￥

■被疑者の身柄が到着したという連絡が入る。

↓

■裁判官､通訳人とともに勾留責問室に入る。

↓

タンを押■入室後､部屋使用中ボタンを押し､ドアを施錠する。

↓

団:質問に沿って､勾留質問調審への記載､被疑者へ
の読み聞かせ､被疑者に署名指印をさせる｡

刀接見禁止の増合は謄本1通をその場で交付送達

ザ警察電話を使用して検察庁内の仮監に呼出
の依頼と順番を伝達する
※身柄を呼んでから裁判所に身柄が到着するまで15～3o

分程度を要する

ザ検察庁に電話し電通訳人に来庁してもらう

｜
’

ｰ

10勾留通知

・鱸篭嘉零書陸被疑者について希望通
(留意点）
し原則として被疑者が指定した被通知者本人へ通知する。
〆相手を確認するまで｢裁判所｣を名乗らない。
〉留守番電話i三は録音しない。
シ電話が不能の場合ば普通郵便を使用する。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

〆
証
〆
。
〃

・
〆

・〆

＞留守番電話'三は録音しない｡,
シ電話が不能の場合ば普通郵便を使用する｡ ‐ －
戸

〃栽箇の駆掘間違卿逗注錘与る星鼻 一
〉通知手続が完了したら勾留質問調書の下部に付寵し押印す
る。

iL一一一 一 一 一一

ー

Ｆ
１

‐Ｉ

ｌ

Ｉ
ｌ
ｌ
４

４
１
ト
ー

リ
ー
１
１
１
１

11 検察庁への引継ぎ
■勾留状､勾留質問調書､通訳人尋問調書、
接見等禁止決定謄本2通に押印漏れ等がな
いか点検する。

画

※

※接見禁止等請求書､接見禁止決定原本､送達報告書は引き継がない。
※ 被疑者国選の購求があった場合は､ステーブラーの針を外さずに勾留
状のコピーをとること。

11横

■勾留状､勾留質

12翌日の応援の要否の連絡
調書､通

翌日が休日になる日の日直員は､午後4時半

雑蕊譜鶚潅灘製冒及

一一 一一一一一一．_－ ‐ ﾛ

I

1

1
｣ ヒーー‐

3



令和5年度当直事務等説明会用資料

■ 14－1勾留質問の付随手続

（被疑者国選の請求）

事前に国選弁護人選任の請求がなく､かつ、
勾留質問手続中に請求する旨の申告がなさ
れた場合

■1勾留質問室において､被疑者に同室に備え
付けの｢国選弁護人選任請求書･資力申告
書｣に記入してもらう。

■外国語版は､可能であれば事前に準備して
おく｡日本語版の請求書を利用して通訳人を
介して手続を実施してもよい。

手勾留
13 事後事 処理 選

■（日直2班の当直員において)｢休日の勾留請
求に関する調査引継票｣を作成し､当直日誌
に挟み込む。

いて）

■接見禁止関係の書類､通訳料請求書(通訳
人立会表添付)をクリアフアイルに入れ､刑事
担当者へ確実に引き継ぐ。

一

つ。

あ
ご_”‐ﾛーー

ノア

ぐ。者

ｰ

■■■■■■■

14－2勾留質問の付随手続
(当番弁護士の希望､私選弁護人の選任申出）

14－8勾留質問の付随手続
（要通訳事件）

質問2

件）

羽
。■当番共護士の希望又は私選弁護人の選任申出が

あった場合の処理

＞勾留質問調書の勾留通知先欄に記載する。

＞ﾁｴｯｸｼｰﾄに申出の有無をチェックし､その後の
処理をする当直員に確実に引き継ぐo

＞勾留質問調書のコピーをとる。

夢筒繍…辮雛霧して通知し、
房溺謹鰭雑藷蕊亨鰻し､調書のｺﾋｰと

■被疑事実の写しをあらかじめ交付する。■被疑事実の雲しを

刃通訳人立会表に実際に通訳した時間を記蕊する蝿訳料算定の基礎)。
■通訳料請求書の通訳料棡は空欄のままで引き継ぐ(裁判官の決裁印も不

要〉。

■通訳人には出入口の暗証番号は教えず､外まで案内すること。
一

■

ロ ヘーー 0－

選任申 ■通
要

ー

エック

■

ー

！

勾留質問の付随手続
(領事官通報）

14－4 勾留質問

（領事官通

ﾛ外国人の勾留請求の場合
→ウィーン条約締結国か確認

15勾留に代わる観謹措置勾

|請求の場合
約締結国か確認しておくこと

■被疑者が少年の場合､勾留ではなく勾留に代
わる観護措置が請求されることがある｡

※家庭裁判所志行う観凄鑑置とは異なる。
＞この場合は令状請求事件簿の『観護措置｣のところで受付番号をとる

の対象外〉。

＞裁判官の指示で観護措置に変 検察官に連絡

繍識織蝋燕し､予備的請求として観諮措潜
の場合で観護状を出した場合､
官の指示に従う｡)。

〉貿問手続は勾留質問と同じだが､調書は｢観謹措置調翌とな曇

凄観謹状､翻調罐鶴灘騨葵鐵驍鴎弁趣鵜蘋溌は
め)。

＞勾留との違い…①収容場所が少年鑑別所となるb②延長はない。
＞観護状への庁印の押捺は不要

勾
れタ 留

わる儲

>こ9鶴3
＞裁判官の指
し､予備的圃
の場合で観
＝ ＝ エヱ ー ロ.－

請求
'4騒巽鱸誘關瀦､jが鍾塞菅；謂綴､'が雷惑實縮鍔葬輪割#錦繍鑿

熱黙識謹舗所から適報する必要はなく、
gの場合は通詞ま必要的でないが要請された場合
騨無認識篝鰐鶴鶏通報を行

ｰ

>羅
診麗
〆二値

レウィ
ー 一

つ4－

※ 瀞

籠

篭層蕊躍雲
録繍議蕊
圏間条約で奉入が卑

鐘《謝常圏だ
同率官通報の要請の
画報の要請に関する

霧線;蕊礫

昔置に変える場合ば、

しなくても 報の必要力
〆

＞観謹状､観ヨ
ほ
め)。

＞勾留との違L
＞観護状への】

謹状､観謹昔置調書､観副
用紙墓は

)。
函L価身避l、ロ．ロ'了Ⅷ汀壼+理51

の有無を確認の有無を確認

諜篝篝雲篝撫

4
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ｰ
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(別紙2））(被疑者名

勾留事務チェックシート(事前審査）

チェック欄

書配官
書類貼付の付せん

の略称
確麗する内容確麗する書類確麗事項

○身上関係書類
戸籍,住民票,在籍証明書免許証
等
(外国人の場合）
外国人登録原票写し↑旅券写し

身

勾留請求書の記載との同一性人定事項

状
(逮手）

○逮捕状
(又は現行犯人逮捕手続書）

養察逮捕の場合
逮捕時～検察官送致時
48時間以内
検察受取時～勾留請求時
24時間以内
逮捕時～勾留請求時
72時間以内

検察逮捕の場合
逮捕時～勾留請求時
48時間以内

○逮捕状
(又は現行犯人逮捕手続書）

状
(逮手）

口
制限時間

○勾留請求書
(受付日付印記入の受付時刻）

○逮捕状
(又は現行犯人逮捕手続書）

状
(逮手）

逮捕事実と
勾留事実と
の照合

それぞれの罪名,被疑事実は同一
かー

○勾留請求書

口 通報済み

口 希望する

口 希望しない

通報を希望する被疑者(※)につい
て,警察又は検察庁における通報
の有無
（警察又は検察庁で通報済みの
場合は通報の必要なし）

領事官通報
の要否
(外国人被
疑者の場
合）

○通報要請照会書
(検察段階で初めて通報を希望した
場合には,弁解録取書で確認）

通報

※2国間条約締結国の被疑者については,希望の有無にかかわらず,捜査機関又は裁判所における必要的通報(領事関係に関するｳイー
ン条約締約国一覧表又は領事機関に対する通報等関係執務資料参照）

’勾留状チエックシート(事後チェック）
チェック欄

当直員
確麗する内容確麗事項 碇哩箇所

勾留状に記載さ
れた特定欄

事前審査を行った勾留請求書と同一であること人定事項

'1号(住居不定）
'2号(罪証隠滅）
'3号(逃亡のおそれ）

勾留理由の
記敢

空欄は不可刑訴法60条1項勾留状の2枚目

裁判官の記
名押印

漏れのないこと当該箇所

訂正箇所すべてに訂正印漏れのないこと勾留状全体町正印
ー

I

勾留状全体にわたり契印漏れのないこと勾留状の各葉間契印

【勾留質問時の】当番弁護士･私選弁護人選任の希望 口有(ロ当番 ロ私選） ロ無
上記希望の有無については,勾留質問立会者において国を付すこと

当番弁護士｡私選弁護人選任の希望が有る場合の事務処理
チェック欄

当直員｜日直2班
必要な事務処理

(当直マニュアル参照）
確圏事項 確浬箇所

当番弁膜士
制度利用

①勾留質問調書のコピーをとってから検察庁に記録を引き継ぐﾞ
②弁護士会等に通知し,通知簿に記載し,認印を押印する
③(日直2班において)調書のコピーと通知簿を照合し,調書のコピーに認印
を押印した上で,当直明けに簡裁又は地裁に引き継ぐ

勾留質問調書

私選弁膜人
選任申出

勾留質問調書
1 1

’領事官通報の要否 ロ必要 ロ不要【勾留質問時の】
上記通報の要否については,勾留質問立会者において国を付すこと

領事官通報を要する場合の事務処理

チェック欄

当直員｜日直2班
必要な事務処理

(当直マニュアル参照）
確浬事項 確圏箇所

①領事官通報書面を作成し,切手を貼ってポストに投函する

溌雛篝罵霧憲蕊鱸濡鯉付記し認印を押印する
(勾留質問調書に希望の有無を記載したときも,これに準じて処理する）

通報の要請に関
する照会･回答
勾留質問調書

領事官通報
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1参照する主なマニュアル等

■〈当直用>国選弁護人選任処理マニュアル

■ ＝雲""柵.遷，
■

'用

■被疑者国選手続見本記録

,■辞任届付弁瞳人選任届について

被疑者国選手続編者

千葉地裁刑事訟廷
画一一_‐■■■■いずれも庁内ホームページに掲戴｡

と．ユ

､

3－1勾留請求時の請求2選任請求

能
密 様の

鯏
勾留状発付後の請求
【あと出し舗求】’

木更津｡八日
市塙｡市川の
各簡裁から
の引継ぎ

(FAXで引き
継がれる）

【通椎の購求】
勾留購求時の
鯖求(本庁）

.湿語の胴永

圃留随求時6
【

4

各簡裁から
の引継ぎ

(FAXで引き
継がれる）

錆求の
態犠

１
１

勾留状発付が
木更津･八日
市場･市川の
各簡裁

勾留状発付が
千葉地裁･千
葉簡裁

|謹議|篝霊……’’
警察がまとめ
て持参 又は
被疑者が提出

警察がまとめ
て持参 又は
被疑者が提出

(各簡裁に
提出）

(各簡裁に
提出）

購求書の
提出方法

鯖求書の
提出方法

警察からFAX等で提出警察からFAX等で提出

一一

当

（千葉地裁

受け付け

る裁判所
名

(各簡裁で
受付済み）

当番裁判所
(千葉地裁 又は 千葉簡裁）

※その後の処理は請求書を受け付けた裁判所名で行う※その後の処理は請求書を受け付けた裁判所名で行う

■吾』

3－2勾留請求時の選任請求
（チェック表の準備）

3－3勾留請求時の選任請求
（選任請求書の受付）

求

選

■当日午前中までに留置管理職員がまとめて持参

■上訴申立書等記録簿(被疑者国選選任請求書用)に
登載(符号は｢<記)｣）

ザ帳簿は､地裁･簡裁の別あり
′事前提出がなく､勾留質問時に選任請求があった場合は､勾留
質問の場で購求書を記載させ､勾留質問終了後に帳簿に登就

■被疑者国選弁護人選任請求事悌ﾁｪｯｸ表を作成して
おく

ゾ 当日勾留請求予定の全件について作成しておく
J 簡裁はピンク色､地裁は青色のチェック表を使用

9
その後の処理は､選任請求書を受け付けた裁判所名で
行う
(処理未了で翌日に引き継がれた場合も同様）

1



令和5年度当直事務等説明会用資料

｜
’
3－5勾留請求時の選任請求
(勾留請求が来てからの処理）

3－4勾留請求時の選任請求
（選任請求書の審査）

と時の

てか喝来て

■ 画ﾁｪｯ募表に従い窓さらに審査する
′私選弁護人が選任されていないことを確麗｡ただし､辞任届付弁謹人選任
届が提出され老いる場合は､勾留畷が発付される驍郵舞任の効力が生
じ4国選評蔵人選任鯖象轡が提出されれぼ､国選弁膜入選任手続を進める
ことに魅る｡~‐ 三一

■各書面の印刷
・ﾌｧｸｼﾐu送信害一一~－－‐一
・指名通知依頼書
〈糖神障害の疑いがある場合は､裁判官の指示により､障害者刑
事弁護制度に関する連絡事項を肥戦）

口識ﾘ菅砿霊査
ゾ勾留関係書類･記録とともに､国選記録を裁判官にあげる
※勾留購求がなかった増合
チェック表にﾁｪｯｸし､当番裁判官に選任鯖求として受け付け
ないことについての押印をもらう

、､さらIﾁｪｯｸ表に従い時審査ずる
資力が50万円未満であることを確認

童力が50万円以上である塙合は､弁護士会からの不在｡不受
任通知があるか確認

い、

ザ
〃

公
巨
且
冨

増
し

た
ウ

ー

一三

’
3－7勾留請求時の選任請求

(法テラスへの指名通知依頼）

－7勾留請
§主テラスへび

3－6勾留請易

（勾留
求時の選任請求

3，質問） 名 知

勾留状が発付されたら

■勾留状のダブルチエック後､勾留状のコピーをとる
，勾留状のｺﾋｰは､ｽﾃｰｸﾗｰ針を外さずにとること

'灘瀦篤綴蕊評余白'二被疑者名を鉛筆で鯛入
■法予ﾗ承に電話連絡のL上､‘
・ﾌｧｸｼﾐﾘ送信書
・指名通知依頼書
.勾留状のｺﾋｰ
をF済X送信する→法ﾃﾗｽから受領書が送信される

予め請求書囚提出がなく気萱問陶皇請求蛾あっ毒場合
その場で購求書(当直室及び勾留質問室備付け)を記入させる

邸予め請求書の提出がなく、

■,予め請求書の提出鈎溺るが菅劉器蓋茜たさない場昔(資

繍蕊藷蕊鶏鰐欝謹人制職届

'鶏繍識識溌総闘稔漉溌愚垂i壜識裁
U予め請表書迩提出があるが､勾留請求を却下する場合
y当然には選任請求の効力がなくならないので､マニュアルを参照
して処理する

ヒーコ

1

1

1

3－9勾留請求時の選任請求
(選任通知書｡選任書の送付）

’3－8勾留請求時の選任請求
（選任手続）手

■'請求書を墨け付け潅裁判所名で選任する
′当番裁判官が受け付けた裁判所名で処理できない場合は､処
理できる裁判官を探すことになる

■指名通知が来たら､必ず即日選任する
口午後5時ま召三豊任命令を発する場合
談昼間の当番裁判官が選任する

■午後5時以陶塁選任命令を発する場合

6 誕霊=一二蝋慧繊
ゾ選任書､選任書写し1通､選任通知書､請書
' 上箙申立書等肥録簿(被疑者固選用)に結果を記戦する

だ裁判所名で 送付先(信湾X)※いずれも選任当日1章送付する
検察官※事前に電話連絡をする
被疑者(が留置されている警察署）※警察電話を使用
法テラス※事前の電話連絡不要

通知手続済みの付記
選任書写しに通知手続済みの付記をする

弁護人へ囮選隆書等の送付
弁護人に連絡し､(連絡がつかなくても)選任書原本･錆書を普
通郵便で発送する

■
ゾ

ず
ど

名通知

纈驍

■
ゾ

■
ぜ

－

2



令和5年度当直事務等説明会用資料

3-1 0勾留請求時の選任請求

（引継ぎ）

求
’ 4－1勾留状発付後の請求

木更津･八日勾留状発付後の購求
【あと出し購求】

木更津･八日

市増･市川の
各簡裁から
の引継ぎ

(FAXで引き
継がれる）

の

処理が終わったもの
引継書を作成して次の当直員を介して､刑事舩廷又は簡裁刑
事係に引き継ぐ

処理未了のもの
引継書を作成し､次の当直員に確実に引き継ぐ
固撰配録は､進行段階ごとに所定の場所に置く

【あと出し鯖求】 市増･市川の
各簡裁から
の引継ぎ

(FAXで引き
継がれる）

■
ゾ 【通常の請求】

勾留請求時の
請求(本庁）

【通常の請求】

勾留請求時の
請求(本庁）

購求の
態橡
購求の
態橡

’
勾留状発付が
木更津･八日
市場｡市川の
各簡垂

勾留状発付が
千葉地裁･千
葉簡鐘

■
ゾ

ゾ

■一

’’
警察がまとめ
て持参 又は
被疑者が提出

(各簡裁に
提出）

購求書の
提出方法

警察からFAX等で提出

|受け付け
る裁判所，

｜名 望

(各簡裁で
受付済み）

当番葱判所
(千葉地裁 又は 千葉簡裁）

※その後の処理は請求書を受け付けた裁判所名で行う

L 』

4－3勾留状発付後の選任請求
（あと出し請求）

4－2勾留状発付後の選任請求
（あと出し請求） あと

■選妊請求書の提出先
'松戸簡裁以外の管内裁判所(千葉地裁､千葉簡裁､木更津簡裁、
八日市場簡裁､市川簡裁)で勾留状を発付した被疑者のあと出
し請求は､本庁(千葉簡裁又は千葉地裁)に提出される

■警察からの選任請求書の提出
‘電話連絡(このときに､私選弁謹人がついていないことを確認す
る)後､勾留場所の警察から､請求書等がFAXされる
【提出書類】
・国選弁護人選任請求書･資力申告書
・勾留状写し
・資力が50万円以上の場合は､不在.不受任通知

㈲前に被疑者国選弁護人選任請求がないことの確認
，上誘申立書等記録簿(被疑者園選用)(地裁.簡裁)を参照

■選推請求書の受1寸・処理する裁判所名
ゾ勾留状の発付庁にかかわらず､請求書を受理した日の当番裁判
官の裁判所名(千葉簡裁又は千葉地裁)で受け付ける
8

その後の処理は､請求書を受け付けた裁判所名で行う
鐸趣

選イ

?繍露雛謡寒蹴…I鍵蕊鶏
銀勾惑錘溌蕊序以聯礒更溌ZW圓寵迩瑚11画慧箇謬り

三＝塞瀧戒.一一~~－－－－

ｐ
Ｏ
■

手書きで

ー

｜
'

木更津｡八日市場.T

島簡裁からの引継ぎ

市川 畷
●■

5－1オ

の各
5－2木更津･八日市場･市川
の各簡裁からの引継ぎ

ロノ’

ハ伝 |継
勾留状発付後の請求
【あと出し請求】

木更津･八日

市場｡市川の
各簡裁から
の引継ぎ
(FAXで引き
継がれる）

色各簡裁からの引継ぎ

′木更津･八日市場･市川の各簡裁で既に選任論求書が受け付
けられている
8

その後の処理が未了(選任まで至らない)のため､本庁にFAX
で引き継がれる

■処理する裁判所名
′請求書を受け付けた裁判所名(木更津.八日市場.市川の
名鯛で行う

ザ｜

→手書きで作成

’選任彌知書の書配官印は､盟め印を使用する

【通常の請求】

勾留請求時の
請求(本庁）

臆求の
勉様

勾留状発付が
木更津･八日
市場･市川の
各簡裁

lX等で提出

勾留状発付が

木更津･八日
市増･市川の
各簡裁

勾留状発付が

千葉地裁･千
葉簡裁

｜
’｜雷騨“

警察がまとめ
購求書の て持参 又は
提出方法

被疑者が提出

|愛響，
当番裁判所

る裁判所 （千葉地裁 又は 千夢

警察がまとめ
て持参 又は
被疑者が提出

(各簡裁に
提出）

購求香の
提出方法

警察からFAX等で提出

■函
受け付け
る裁判所
名

当番裁判所
(千葉地裁 又は 千葉簡裁）

※その後の処理は請求書を受け付けた裁判所名で行う

3



令和5年度当直事務等説明会用資料

7－1処理上の留意点

(処理未了の引継ぎを受けたら）
7－1 処6援助私選弁護人から

被疑者国選弁護人への切替 ぎ

口樹こ次の点を確認
′請求の態様
・勾留請求時の請求(通常の請求）
。あと出し請求
・管内簡裁からの引継ぎ

‘進行状況
。法テラスへの指名通知依頼未了

→朝9時以降に法テラスに指名通知依頼をする
．法テラスからの指名通知待ち

→法テラスから指名通知が来たら選任手続をする
謬処理すべき裁判所名
・購求書を受け付けた裁判所

ゾ令状当番裁判官が処理可能かどうか

選経請求書の提出
私選弁蔑人が､直接持参する
捜査機関の受付印が押された弁護人辞任届の写しが添付され
る

勾留状発付前の提出の場合
勾留請求時の請求(通常の請求)の場合と同じ
指名通知依頼害の連絡事項柵に､切替の旨を肥戦する
勾留状発付後の提出の場合
あと出し請求の場合と同じ
勾留場所の警察から勾留状の写しをFAXで取り寄せる

難熱蕊懸駕灘毎繍鑿噂する

■
ｖ

ザ
■

ゾ
イ

、
ざ

ず
ヅ

ジ

■ 』

7－2処理上の留意点
(当番裁判官が処理できない場合）

2

■令状当番嵐剥官が処理できない場合
ゾ千葉簡裁名義で処理すべき場合に､当番裁判官が○印
′千葉地裁名義で処理すべき堀合に､当番裁判官が簡裁判事
′管内簡裁名義で処理すべき場合に､当番裁判官がO印
8

千葉地裁名義で処理すべき場合の第1順位は､在庁する刑事部
の裁判官｡千葉簡裁名義で処理すべき場合の第1順位は､在庁
する簡裁判事等｡各第2順位以降については､｢在庁時間外の令
状事務処理基準1(5)ア､イ､ウ｣を参照の上､処理を依頼する(同
処理基準1(5)ア､イは令状請求事件が対象であるが､ウ｢その他」
に被疑著園選弁鐘人選任事務が含まれる｡)。

ー

4



チェック表 千葉簡裁処理用

被疑者国選弁護人選任請求事件ﾁｪｯｸ表(千葉簡裁処理用｡R4.1 0)
記入方法:各項目の□の内容についてチェックしたら､担当者(現実に当該事務処理をした者)が認印すること｡項目の
途中で翌日に引継ぐ場合は､チェック内容の該当番号を付して認印すること｡引継事項があれば備考欄に記載するこ
と｡引継ぎを受けた者は続いてチェックし､同様に認印すること。

令和 年 月 日被疑者氏名

認印 I 備考チェック項目･内容

1請求は勾留請求以後か

①口 勾留請求時に請求あり

口 上記の場合発付した勾留状の写しを作成する

②口 勾留状発付後の請求

口勾留質問時

請求なし

2被疑者から国選弁護人選任請求書･資力申告書が提出されているかどうか

①口 提出あり､記載事項点検済み

②口上訴申立書等記録簿記載(千葉簡裁 令和 年(記)第 号）

③口 添付資料(④ロ資力ある場合不在･不受任通知書）

⑤勾留状発付後の請求の場合 口勾留状写し

3資力審査等

①口 現金･預貯金等資力が50万円未満

②口 現金･預貯金等資力が50万円以上

③口 私選弁護人選任申出なし

④口国選請求撤回

⑥ロ 私選弁護人選任申出あり

⑦口 不在･不受任通知あり

ｰ
ﾁｪｯｸ表

1～4につき

内容確麗済

指名通知

依頼する

裁判官印

③

⑤口 国選請求撤回せず

⑧口 不在･不受任通知なし

4私選弁護人が選任されていないか(※勾留請求書第4項の配戦及び弁膜人選任届の有無を確麗）

口 選任されていない 口 選任されている(辞任届 口付き※ □なし）

※辞任届付弁護人選任届が提出されており､かつ､資力が50万円以上の場合

口 弁護人の報告書あり ロ 弁護人の報告書なし

※辞任届付弁護人選任届が提出されている場合は､その写しを国選記録に編てつ

5司法支援センター千葉地方事務所へ国選弁護人候補指名通知依頼

すること

※
□
□

①
② 令和 年 月 日依頼送信済み

午後5時時点でのセンターの対応確認(③ロ即日処理 ④口翌日処理）

6司法支援センターからの指名通知

口 指名通知受信(弁護士名 ）

7国選弁護人選任書作成等 ※ すること
ｰ

口簡裁の裁判官による選任書作成･決裁(写し含む〉 口上訴申立書等記録簿に結果記載

8国選弁護人選任書を弁護人に送付

口 原本を郵便で送付(請書同封）口 原本を窓口で交付(請書受領）

9国選弁護人選任通知及び選任書写しに通知済の付記

①口 被疑者(留置施設） 付記□

②口 検察官 口

③ロ センター千葉地方事務所 ロ

10却下命令の場合

①口 却下命令作成･決裁

②口却下命令謄本を被疑者に送達(簡裁刑事で行う〉③口FAXで送信(即日送達できない場合）

’ ’ とぎ勝下賎遍欝g灘識幅創冨塵難する(上翻､○壱驚鷺;》 認印ll･ 丁傭毒 : ’ ’
左記アー選任耐謂一勾留請求なし → 右の備考欄に裁判官印をもらい､ﾁｪｯｸ表.選任鯖求書を千葉簡裁に引き継ぐ・

勾留質問時に撤回 → ﾁｪｯｸ表･選任請求書･撤回書を千葉簡裁に引き継ぐ

勾留請求却下

□
一
口
一
口

ア
｜
｜
イ
ー
ー
ウ

求として受け付け
ないことにつき
裁判官印

⑳

□ 、 検察官からの準抗告申立なし

□（ｲ）検察官からの準抗告申立棄却

チェック表･選任請求書･勾留請求
→書のコピー･ーコピーを千葉
簡裁に引き継ぐ

□（ｳ)検察官からの準抗告申立認容･勾留状発付 一 上記5以降の事務を行う



令和5年度当直事務等説明会用資料

｢－－

準

1準抗告とは

■裁判官がした裁判に対する不服申立て(刑訴
法429条）

■;捜査機関の処分等に対する不服申立て(刑
訴法430条）

準 抗 告 編

※裁判所がした決定に対する不服申立て

→抗告(刑訴法419条､420条等）千葉地裁刑事訟廷

ー

2－2準抗告の例
（弁護人申立て）

2－1準抗告の例

（検察官申立て）

■勾留に対する準抗告

図勾留延長に対する準抗告

■接見等禁止に対する準抗告

■第1回公判前の保釈請求却下に対する準抗告

■勾留請求却下に対する準抗告

■勾留延長請求却下に対する準抗告

団接見等禁止請求却下に対する準抗告

■第1回公判前の保釈許可に対する準抗告

対す

二対する準

Fに対する

画」

4準抗告申立の受理
■申立書が地裁宛てになっているか､何に対す
る準抗告かを確認する。

3準抗告事務の処理態勢

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

申立て時に裁判瀧薑艤黙繍繕
ついて｣に従って処理

驚糠駕澪鐵鵜鐸鶏蕊
,し付せん等に控える(ただし､午後10時以降
の申立ての場合は聴取不要)。

■休前日(金)の夜間及び休日

当番の裁判体が決まっている

画蕊誘鶉崇蕊灌議謝ﾃ鼬の■平日(月～木)の夜間
当番の裁判体が決まっている

1
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ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

5 裁判官への連絡 6捜査記録の取寄せ 等

■弁護人申立ての場合は､当日判断であれば､検察

庁に電話し､捜査記録を取り寄せる(捜査記録の借
り受けの際に､申立書写しを送付する｡夜間に申立

てがあり､翌日判断であれば､当日.に捜査記録の
取寄せはせず､翌日の午前8時30分頃に雷検察庁
に電話し､記録を取り寄せることで可｡）

■:当日判断しない場合は､請求者(検察庁又は弁護
人)に当日判断しない旨連絡する。

書簡｢準抗
苛の取扱い
&廷からの

令和5年3月24日付け令状委員長言
告申立て時に裁判体に連絡する場合

について｣に従って行う(｢地裁刑事訟
、＝＆わ＝＝ ．＝ 8－ ← ロB ，

連絡事項｣内にあり｡）。

■

ー

Ｆ
ｌ
Ｉ
ｌ

8相手方への申立通知

■検察官からの準抗告の場合
・被疑者(被告人)に対しては、 を使用して留置

施設に通知する｡

．さらに､弁護人が付いていれば､弁護人に対し電話
で通知する。
・準抗告申立書に通知した旨を付記する。

7申立書の受付
■ ：立件処理をする(一般(む))･･

執行停止については､立件|ま不要

■申立書を4部コピーする(合議体用a通鳥担当書記官
用1通｡ただし､弁護人申立ての場合は､検察庁用
に1通追加)。

■表紙を印刷し､申立書と裏表紙を付けて記録を作成
する。

■相手方への通知(後述のとおり）

一殻（

については、寺

書を4

畳｡た7

型弁護人からの準抗告の場合
捜査記録を借り受ける際に､準抗告申立書写しを検
察庁に送付し､準抗告申立書に通知した旨を付記す
る。‐’１１，０１１－

■』

g執行停止申立ての処理 10第1回公判前の保釈に関する
準抗告の場合

10第1回公判前の保釈に関す
準抗告の場合■検察官からの準抗告の場合､執行停止の申立てが

同時になされる場合があるが､立件は不要

■執行停止の判断主体が決まったら､決定書を起案
し､判断してもらう裁判体に記録とともに持っていく。

■謄本2通を事件関係送付簿で検察庁へ送付する
（被疑者･弁護人への送達は不要)。

■:決定原本に決定謄本を検察庁へ送付した旨を付記
し､準抗告の記録に綴る℃

■保釈請求却下に対する弁護人からの準抗告
保釈許可に対する検察官からの準抗告

の場合､判断には捜査記録に加え､公判記録
も必要になる｡公判記録は今公判事件の係属
部書記官室に取りに行く(記録の保管場所は、
、ﾛ〃ニェ各面一一エガーーニ周一ローーー苧一肺孟~へ.』一一 、

■保釈請求却下に対する弁護人からの準抗告
保釈許可に対する検察官からの準抗告

の場合､判断には捜査記録に加え､公判記録
も必要になる｡公判記録は今公判事件の係属
部書記官室に取りに行く(記録の保管場所は、
当該部の主任書記官に電話で照会する｡)。

了停」
判断

、

今ロ

にI

2
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12決定謄本の作成 等11準抗告の判断に伴う処理

■日直の時間帯に判断が出ない場合もあるの

導製莞婁簔)義鯖雲製鶚薑雷
き継ぐ。

■合議体から決定書ができたとの連絡があった
ら､決定書を取りに行き､事件番号､被疑者
名などを適正手続確保の観点からﾁｪｯｸを
する。

■チェックが終わったら､合議体にその旨伝え、
決定原本をもらう。

に判断が出ない

■決定謄本4通(検察官用2通､弁護人用1通
（弁謹人の人数分)､被疑者用1通)､写し1
通(原裁判官用)を作成する。

■勾留延長に対する準抗告で延長の日数が変
更になった場合でも､勾留状に鉛筆､付簔等
で注意喚起する必要はない。

二ｺ』.b,ロ 、

､勾留リ

ー

｜
｜

I

送付 等14謄本の13勾留状の作成 等

勾留請求却下に対する検察官からの準抗告で、
勾留請求却下の裁判を取り消して勾留する場合
■勾留状を作成する。

（発付する庁が千葉地方裁判所であり,､裁判の主体が
裁判長裁判官Iこなるという点1ご注意）
刃勾留通知をする必要があるので､捜査記録中の勾留

質問調書を確認し､通知先の指定があれば､調書のコ
ピーをとっておく。

函勾留状を発付した場合､国選弁護人選任請求が出て
いれば､国選弁護人選任の処理をするので､勾留状を
コピーする。

～

■決定謄本2通､勾留状を発付していれば勾留状及び
捜査記録を事件関係送付簿で検察庁へ送付し､決定
謄本を送付した旨を決定原本に付記する。

■弁護人に結果を連絡し､決定謄本を当日取りに来ると
言えば､交付送達する(郵送の場合は刑訟へ引き継
ぐ）

函準抗告事件処理票を作成する。

刃残りの決定謄本(被疑者用)､決定書写し(原裁判官
用)､準抗告記録､準抗告事件処理票を刑訟へ引き継
ぐ。

■決定謄本2通､勾留状を発付し

深
捜
謄
弁
言
ぐ
準

田
■

函

刊

－

ｰ

15 勾留状発付に伴う処理

■ 勾留状を発付した場合､勾留通知先の指定があ
れば､調書のコピーを参照して勾留通知をする｡

勾留通知後､調書のコピーに通知の付記をし､同

コピーを準抗告記録に綴り込む。

■ 勾留状を発付した場合､国選弁護人選任手続を
する必要があるものは､速やかに処理をする(勾留
状発付が午後5時を過ぎているなどのため国選弁
護人選任の処理が翌日になる場合は､次の当直員
に引き継ぐ｡）。

※国選請求書書受け付けている裁判所名で処理す
ることに注意。

》かに処
、塁力･膳

L理が翌日になる場合は､次の当直員
◎

を受け付けている裁判所名で処理す

。‘
I

3



令状チェックシ 卜

平成30年12月版

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮
⑯

⑰

通常逮捕状

緊急逮捕状

捜索差押許可状

捜索許可状

差押許可状

検証許可状

鑑定処分許可状

捜索差押許可状（強制採尿）

鑑定処分許可状（採血）

身体検査令状（採血）

鑑定処分許可状（頭髪採取）

身体検査令状（頭髪採取）

記録命令付差押許可状

差押許可状（リモートアクー

捜索差押許可状（リモートラ

捜索差押許可状（税関）

臨検捜索差押許可状（税関）

ｰ、

(リモートアクセス複写）

ｰ

トアクセス複写）

f表層に公訴痔動一_篭麦ありノ



《
通常逮捕状（甲）（法199条）

《
通常逮捕状（甲）（法199条）

様式第11号捌餌誌199条,細り第139条,第142条第143条）

う室才甫>吠言青可乏善事 (甲）
平成30年12月 1日

逮 捕 状(通常逮捕）
列

P千紫簡易 裁 判 所
裁 判 官 殿

甲 野 太 郎披 疑 者 の 氏 名

鰯199条第2項による指定を受け

警 部 信 濃 治

被 疑 者 の 年 齢

住 居 ， 職 業

罪 名

披 疑 事 実 の 要 旨

被疑者を引詞-べき場所
諦求者の官公轍氏名

紫千 中央 警察署
刑到F斫訟

別紙1－丁闇とおり
蝉

霊印

噂曹,:鴛騰霧……。
# # ":"""｡"(.4"P職 業 会社役員

有 効 期 間｜耳城 30 年 12 月 8 日まで
⑫

有効期間経過後は,この令状により逮捕に着手することができない｡この場合に氏これを当栽判所に
返還しなければならない。

有効期間内であっても，逮捕の必要がなくなったときは､直ちにこれを当裁判所に返還しなければなら

ない。

2

ぐ餌 上記の被疑事実により， ることを許可する°

夢獅平成30年12月1

’ 千 葉 簡 易 裁 判 所

裁判 官 陸 奥 亜
妙|■

３
４ 緬悼

逮捕者の官公職氏名

5 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

……………………………－ぐ駒’
6 被疑者の逮捕を必要とする事由

● ◆ G 申 ● 申 ● ● ｡ ■ ● ● 申 ● ■ ● ● ● ● G ● ■ O ● ●

7 被疑者に対し，同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実について

逮捕の年月日時

及 び 場 所

平成 年 月 日 午 時 分

で逮捕

記 名 押 印7 被疑者に対し，同一

又はその発付があった

請求する理由

前に逮捕状の請求
平成 年 月 日 午 時 分

引致の年月日時

記 名 押 印

83()万円捌法,暴力行為等処罰に関する法懲及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪
については，2万円)以下

項ただし書に定める事由
送致する手続をした

年 月 日 時

記 名 押 印

平成 年 月 日 午 時 分99条第1

9 被疑事実の要旨

別欺記戴のとおり
送致を受けた年月日時 平成 年 月 日 午 時 分

①簡裁・地裁の別，空欄に注意。

②請求書原本及び謄本に受付印を押し，事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)．事件番号を記入，押印。
※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁．罪名，被疑者名を記載し，令状種別には「甲」と記載し，担当
裁判官を記載。

③請求者官公職氏名．押印，警察署印，請求権限のある者か確認。
④被疑事実とのそごがないかを確認。

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること)．職業 住居を疎明資料で確認。

⑥記載漏れ注意。 ⑦掲げられた資料が提供されているか。 ⑧該当する場合は，記載内容に不備がないか確忍。
⑨｢被害届」等の資料を確認し，被害者の氏名，年齢 被害日時,被害場所等に誤りがないかチェック。
公訴時効も確認。 ★訂正がある場合は,謄本も訂正すること！！

記 名 押 印

⑩発付裁判所に対応する逮捕状用紙を準備。

⑪被疑者の氏名を戸籍等で確認して．正確に記載。

⑫有効期間を記載。通常は7日間なの

⑬発付年月日を記載（※深夜の場合に

⑭記名押印 訂正印,芸迎■■
※庁印の押捺は不要（平成30年12

通常は7日間なので． 初日は算入しないで.発付日に7を加えた日 0

寸日が翌日になる可能 があるので注意！）。

■■-の漏れがないか確認。
2月1日から）



《 《
緊急逮捕状（乙）（法210条） 緊急逮捕状（乙）（法210条）

雛式第16号捌訴第210条,規則第139条,第1"条第143" -
う鑿才甫ｵ犬言青オミ書（乙）

一

逮 捕 状（緊急逮捕）
平成30年12月 1日

千紫簡易 裁 判 所
裁 判 官 殿 甲野太郎悼

被 疑 者 の 氏 名

！ 具 忽部 信

紫千 中央 警察署
司法

…印

被 疑 者 の 年 齢

住 居 ， 職 業

罪 名

被 疑 事 実 の 要 旨

諦求者の官公職氏名

逮捕者の宮公職氏名

逮捕の年月日蹄及び場所
引致の年月日味及び場所

察員 警

別紙■ Iのとお’

噂蓄,堂鴬零……
隼鹸'諏鯛隼？月3..生(§4詞悼職 業 会社役団

上記の被疑事実により， める。

澪撞平成30年12月

ヰ〒≦滴”識”蕨裁判官陸奥亜綱悼

上記の被疑事実により， める。

澪撞平成30年12月

▲ 千葉簡易裁判所

2

ぐ口 に

一ｉ－１－

1
裁 判 官3

４
５ 送致する手続をした

年 月 日 時
平成 年 月 日 午 時 分

呪被窪が巣を犯したことを疑うに足りる充分な理由
熈.識……。

■ ● ● ■ ｡ ● ● ● ｡ p の ● 由 ● ■ ｡ ､ ● ● B e e ● ● ●

噴麗瀞扉耀:悪態鰯……に…＊
又はその発付があったときは，その旨及びその犯罪事実並びに同一の3畔事実につき更I

渉,鷺:雲胃伸
別患裁5とおり‘△

記 名 押 印

送致を受けた年月日時

記 名 押 印

平成 年 月 日 午 時 分

注 引致前に逮捕状が諭求された場合には，「引致すべき堤所j欄を設けてこれに記戦し，

『引致の年月日時及び場所」を尚ﾘ除する”

D簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書原本及び謄本に受付印を押し,愛位陵刻,事件符号(簡裁「る｣．地裁｢む｣)．事件番号を記入,押印。
※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名，被疑者名を記載し，令状種別には「乙」と記載し，担当
裁判官を記載。

③請求者官公職氏名．押印，警察署印を確認。

④被疑事実とのそごがないかを確認｡法定刑が死刑，無期，長期3年以上の懲役．禁銅か。

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること)．職業 住居を疎明資料で確認。

⑬発付裁判所に対応する逮捕状用紙を準備。

⑭被疑者の氏名を戸籍等で確認して．正確に記載。

。[年月日lEL_と｢場所｣の双方の記載が必要 ← …z殉移いの竃霊ノノ

⑦記載漏れ注意。 ⑧冒蹴漏れ注意（3に記載があれば「なし」の記載又は斜線押印)。
⑨掲げられている資料が提供されているか。⑩冒琿漏れ注意。

⑪該当する場合は，言蹴内容に不備がないか確認。

⑫｢被害届」等の資料を確認し，被害者の氏名，年齢，被害日時,被害場所等に誤りがないかチェック。
公訴時効も確認。 ★言唾がある場合は，謄本も訂正すること！！

⑮溌付年月日を記載（※深夜の場合に 日が翌日になる可能 があるので注意！）”

⑯記名押印.訂正印‘割 ｜_の漏れがないか確認。

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



1 （
捜索差押許可状（法218）

又は日没後でも執行することができる。

捜索差押許可状（法218） 捜索差押許可状（法218）」ヱデWこ ＝.』『rpl 副一〃、 、ｰ ← I gノ

この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。捜 索

動P
別 紙 1

纏鎗篭灘雛鮮一侭悼

■
捜索差押許可状

ハ ー

30年12月 1日

千紫簡易 裁判
裁 判 官

’ 鯛,"ｭ圏“
甲 野 太 郎

H

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

千J
日生

牛中央 警察署
司法警察員

冨…

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反 被疑事件
について，下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。ダ

侍捜索すべき場所，

身体又は物

恒
但別紙1記載のとおり

１
２

差し押さえるべき物 別紙2記載のとおり

'プ
煙

3
有 効 期 間 平成30年12月8日まで

画但有効期間経過後は，この令状により捜索又は差押えに着手することができなし％この場
合には，これを当裁判所に返還しなければならなし賂

有効期間内であっても，捜索又は差押えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁
判所に返還しなければならない。

の場

当裁

4

別 紙 2

5

押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって,その
電磁的記録を複写すべきものの範囲

差し押さえるべき物

注射器，秤，メモその他本件と関係があると思料される物棹

陸奥亜繍⑬煙

平成30年12月1日

千葉簡易 調計j所

叢畔ﾘ官
日出前又は日 没後に行う必要があるときは，その旨及び事由6

被疑渚雷は，平日．休日を問わず，昼間は不在にしていることが多く．夜間に
在室している蓋然性が高いため

偽7 犯罪事実の要旨

〆
別銚3記瀬のとおり

伊治
請求者の宮公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

(800 1

雪

タブ
①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号(簡裁「る｣．地裁「む｣)，事件番号を
記入．押印

※令状請求事件簿に，受付日 請求者の所属庁，罪名．被疑者名を記載し，
令状織りには「捜差」と記載し､担当裁判官を記載

③請求者官公職氏名．押印，菩察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)，年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認
⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載
⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑨被疑者の氏名，生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載｡別紙を引用する場合は,当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名，押印．訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合，判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

⑬契印漏れを確認。

⑲訂正印漏れを確認



《 《
捜索許可状（法218） 捜索許可状（法218） 捜索許可状（法218）

この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官

画悼
別 紙

捜索すべき場所

蕊漁伊横浜市中区日

被疑者居

陸
奥

30年12月 1日 捜索許可状

甲 野 太 郎

捜索許可状
千紫簡易 裁判所

裁 判 官？ 蛎盲，。甲 野 太 郎被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢 2日生

千割 中央 響察署

司法警察員

…

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反
について，下記のとおり捜索をすることを許可する。
被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反
について，下記のとおり捜索をすることを許可する。 蝉下

捜

捜索すべき場所，

身 体 又 は 物

j支升ﾐｰｦ弓、吾罰〃『，

悼身 体 又 は 物 別紙記載のとおり

悼有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間極邑後は，この令状により捜索に薪手することができなし％．この場合には，こ
れを当翻印j所に返遼しなければならない。

有効期間内であっても，捜索の必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁判所にi唾
しなければなら左い･

棹1
別紙記載のとおり

2

何3 有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により捜索に薪手することができなし％．この場合には，こ
れを当翻印j所に返遼しなければならない。

有効期間内であっても，捜索の必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁判所に返還
しなければなら左い･

4

5

差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であっ

伊

陸奥亜柵⑬棹
伊

陸奥亜柵⑬棹

斗城30年12月1日

千葉簡易 麦畔ﾘ所

謝21官

斗城30年12月1日

千葉簡易 麦畔ﾘ所

謝21官

て，

6 日

誕拠いんめつのおそれがあり，逮捕と同時に執行したく逮捕が

偽
夜間に及びおそれがあるため

戸
7ガ哨閏蘂の要旨

別欺2記戴のとおり

、譲霊員蕾”信濃渚ザ
千葉中央 警察署

(800 1号)』

⑮請求者の宮公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃 台 彦

戸
⑱契印漏れを確認

①簡裁･地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し．事件符号(簡裁「る｣，地裁「む｣)．事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に．受付日．請求者の所属庁．罪名 被疑者名を記載し，

令状種別には「捜」と記載し、担当裁判官を記載

③請求者官公職氏名，押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)，年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑲訂正印漏れを確認
⑨被疑者の氏名，生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を意琿

⑪別紙を引用する場合は合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯液間執行の請求がある場合，判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



1 《
差押許可状（法218） 差押許可状（法218） 差押許可状（法218）

⑯億

馨鴛許可状請求書 この令状は日の出前又は日没後でも識ﾃすることができる。裁判官

勤悼

陸
奥

陸
奥

奥

別 紙
差押許可状

總0・
甲 野 太 郎

差押許可状

鯛0.,日生
甲 野 太 郎被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢 2日生生 差し押さえるべき物

注射器 秤，メモその他本件と関係があると思料される物被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反 被疑事件
について，下記のとおり湾甲えをすることを許可する。 －忽

た
棹差し押さえるべき物 別紙記載のとおり

１
２

伊有 効 期 間 平成30年12月8日まで

3
有効期間経過後は，この令状により謡甲えに着手することができない。この場合には，
これを当裁判所に返還しなければならない。

有効期間内であっても，譜甲えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当謝り所に返
還しなければならない。

返

4

棹

陸奥亜徽⑬棹

平成30年12月 1日

千葉簡易 裁判所

裁判官

5

押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって,その
電磁的記録を複写すべきものの範囲

伊治
出 請求者の宮公職氏名6 日

＆
千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃被疑渚は,平日，休日を問わず,昼間は不在にしていることが多く，夜間
に在室している蓋然性が高いため

向

〆
73吟陰事実の要旨

別鰔2記瀬のとおり 多
(800 1号）

①簡裁･地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号(簡裁「る｣，地裁｢む｣）事件番号を
記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名，被疑者名を言麺し、

令状織りには「差」と意識し，担当裁判官を記載

③請求者官公職氏名，押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは。期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑱契印漏れを確認
⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名，押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間鞠ﾃの請求がある場合．判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



11
検冒暉午可状（法218） 検証許可状（法218） 検証許可状（法218）

灘荊院請求ゞ
⑯

診悼
この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官

陸
奥

別 紙
検 証 許 可 状

｜
' 鯛,．,同“
甲 野 太 郎

B

被 疑 者 の 氏 名

及 ぴ 年 齢 検証すべき場所

千葉市中央区・・・・

被疑者居宅及び附属建物

被疑者に対する 売春防止法違反
について，下記のとおり検証することを許可する。 蝉筐

棹別紙記載のとおり検証すべき場所又は物

極有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により検証に着手することができなし＄この場合には，こ
れを当裁鞘厭に返還しなければならな峰

有効期間内であっても，検証の必要がなくなったときは，直ちにこれを当裁偶厩に返還
しなければならない。

5

差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であっ
て，その電磁的記録を複写ずぺきものの範囲

管‘⑬惇
平成30年12月1日

千葉簡易 蓑畔ﾘ所

麦畔I官

日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由6

被疑者は，●●●の経菅者であるが，不在がち

偽夜間の#市に堂ろおそれがあるため

〆
7 犯罪事実の要旨

別銚2記蝋のとおり

澤治
請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃 プ

牌
(800 1号）

⑱契印漏れを確認①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し 事件符号（簡裁「る｣．地裁「む｣)，事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日．請求者の所属庁，罪名．被疑者名，担当裁判

官を記載。令状種別への記載は不要

③請求者官公職氏名．押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認

⑦7日を超える請求があるときは‘期間及び事由を記載

⑧夜間調ﾃの請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪別紙を引用する場合は合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬溌付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印．訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合．判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



《 1
鑑定処分許可状（法225） 鑑定処分許可状（法225） 鑑定処分許可状（法225）

診煙鑑定処分許可請求書
鑑定処分許可状

別 紙
年12月1日

鯛．&｡“

騨能許可する。

廃法医学

塾

甲 野 太 郎千紫而易

裁 判

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

且
⑬ 月 2日生

解剖すべき死体

氏名不詳の男性の死体（推定年齢 当時30～40年位）

被疑者に対する 殺 人

について，次の鑑定人が下記の処分をすることを許可す-る。千

嚥 業

氏 名

千葉大学大学院医学研究院法医学

春 日 一 郎
鑑 定 人

下記檸者に 牛につき，鑑定を

嘱託された次の者が，鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する。
鑑定人の臘業及び氏名

千紫大学大学院医学研究院法医学 教技 森日一郎 （45鋤

向
鑑定を嘱託した年月日

平成30年12月1日

鑑定嘱託事項

立ち入るべき場所，

検証すべき身体，

解剖すべき死体．

発掘すべき墳墓又は

破 壊 す べ き 物

仲別紙記載のとおり

棹身体の検査に関する条件
一．死因

一，創傷の部位,程度

一 凶器の種類及びその用法

犯罪事実の要旨

別欺記戴のとおり

記

1被疑者の氏名

甲 野 太 郎 昭和32年10

死
血

P有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間鐙a後は，この令状により許可された処分に着手することができない。この場
合には，これを当裁判所に返還しなければならない

月

平成30年12月1日

千葉簡易 調ﾖj所

翻§ﾘ官

2 鑑定人が立ち入るべき住居,邸宅,建造物若しくは船舶，検査ﾅｰﾐき身体
角轄肘-べき死体 発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

氏名不詳の男性の死体

“蓉鯵豊崎．｡~40… 伸

軒伝太

(800 1号､~r-r------

請求者の官公職氏名3 千葉地方検察庁

検察官 検事 白 山 太

牌
⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪鑑定人の職業，氏名の記載漏れがないか確認

⑫別紙を引用した場合．合綴

⑬塒になければ空柵のままで可（斜線で抹消も可）

⑭有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑮発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑯記名，押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑰請求者の官公職氏名を記載

⑱令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号(簡裁「る｣．地裁｢む｣)．事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名．被疑者名．担当裁判

官を記載。令状種別の言鐵は不要

醗青求者官公職氏名，押印，庁印があるか確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤鑑定人の職業及び氏名，嘱託年月日．嘱託事項の記載漏れがないか確認

⑥氏名（漢字に注意)，年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑦鑑定対象物が特定されているか確認

⑧7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑲契印漏れを確認



（（
捜索差押許可状（強制採尿） 捜索差押許可状（強制採尿）

捜 索

捜索差押許可状
12月 1 日

棚0”,圖生
甲 野 太 郎千燕簡易 裁

裁 判

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

墨守ムノロ
鱒'＝

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反

について，下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。蝉千

極
捜索すべき場所，

身 体 又 は 物
被疑者の身体

下記被疑者に対す

捜索，差押 許可侭，差押 許可状の発付を謂求する。

、記

続被疑者の氏名 甲 野 太 郎

包與且
昭和32年

差し押さえるべき物

被疑老の尿 4

値被疑者の尿差し押さえるべき物

１
２

1 強制採尿は，医師をして医学的に相当と認められる方法に

より行わせること。

や2 強制採尿のために必要があるときは，被疑者を

千葉市中央区中央1－1 ●●病院

又は採尿に適する最寄りの場所まで連行することができる｡

捜索差押えに関する

条件 ■
千鶏也錘家庭

裁判所

30．12． 1

(る）第8001号

6

捜索し又は検証すべき場所,身体若しくI

被疑者の身体

3 物

仰有 効 期 間 平成30年12月8日まで

47日を超える有効期間を必要とするときは，その期間皮 印
有効期間経過後は，この令状により捜索又は差押えに藩手することができない．この場

合には，これを当鎚則厩に返還しなければならない。

有効期間内であっても，捜索又は差押えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁
判所に返還しなければならない。

5 刑事訴訟法第218条第2項の規定による差押えをする必要があるときは，
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であっ

曇忌悼平成30年12月

千葉簡易

咽棹裁判官 陸 奥 亜

て，

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由

傷
千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

請求者の宮公職氏名
7

別鍛記戴のとおり

(800 1号）

⑧被疑者の氏名 生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑨全ての被疑罪名を記載

⑩被疑者の身体と記載 ⑪被疑者の尿と記載

⑫条件欄の記載漏れがないか（病院の所在地 名称)。

⑬有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑭発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑮記名，押印，訂正印．契印の漏れがないか。

⑯請求者の官公職氏名を記載

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②受付印を押し，事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)．事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名．被疑者名を記載し，

令状種別には「捜差」と記載し、担当裁判官を記載

③請求者官公職氏名，押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないか確認

⑤氏名（漢字に注意)，年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥被疑者の尿，被疑者の身体となっているか確認

⑦7日を超える請求があるときは,期間及び事由を記載



（
鑑定処分許可状（採血）一身体検査令状とセットで

《
鑑定処分許可状（採血）

鑑定処分許可請求書
鑑定処分許可状

30 年 12月 1 日

幌,0”，日“
甲 野 太 郎

’
千燕簡易 裁

裁 判

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

⑬
且

ム
ロ

も
『
〃
Ｕ

渡 鴛旦
被疑者に対する 猶践委彌洪撞痘

について，次の鑑定人が下記の処分をすることを許可する。千

千葉大学医学部附属病院 医師

千 葉 二 郎

千葉県警察科学捜査研究所 技術職員

関 内 三 郎

職 業

氏 名

鑑 定 人

､
下記被疑者に対 疑事件につき，鑑定を

嘱託された次の者が．鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する。

鑑定人の職業及び氏名

千燕大学医学部附属病院 医師 千紫二郎 （40歳）

千紫峡等察科学捜査研究所 技術聴員 閲内三郎（35歳）

立ち入るべき場所，

検証すべき身体，

解剖すべき死体．

発掘すべき墳墓又は

破 壊 す べ き 物

アルコール濃度検査をするのに必要な血液（ただし．4ミリ

リットルを超えない範囲）を被疑者の身体から採取すること

鑑定を嘱託した年月日

平成30年12月 1日

鑑定嘱託事項

被疑老の本件犯行当時の酩訂状態，

の有無及び程度

犯罪事実の要旨 ・

別錐記載のとおり

記

1 被疑者の氏名

甲 野 太 郎 昭和32年

ウ
II

身体の検壷に関する条件 採血は医師をして医学的に相当と認められる方法

により行わせること貴

伊有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により許可された処分に着手することができない。この
場合には，これを当裁判所に返還しなければならない。

~…す豪天”“和32隼'｡”，日生(‘ｪ剣圃’
2 鑑定人が立ち入るべき住居，邸宅，建造物若しくは船舶，検査すべき身体
解剖すべき死体 発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

“凝議呼野太輔のｱﾙｺｰﾙ藻庚綾雲を…に鍵婆“ぐ｡’同人の血液

平成30年↑2月↑･但
悼

千葉簡易 裁判所

‘⑬裁判官 陸 奥 亜

7日を超える有効期間を必要とするときは，その期間及び事由9

鰯し
請求者の官公職氏宅 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

量他(800 1

⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪鑑定人の職業，氏名の記載漏れがないか確認

⑫血液量を記載するのが一般的｡．

⑬「採血は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせること」と記載

⑭有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑮発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑯記名，押印 訂正印，契印の漏れがないか。

⑰請求者の官公職氏名を記載

⑱令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別 空欄に注意

②受付印を押し．事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)，事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日 請求者の所属庁，罪名 被疑者名．担当裁判官

を記載。令状種別の記載は不要

③請求者官公職氏名，押印，警察署印があるか確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤鑑定人の職業及び氏名，嘱託年月日．嘱託事項の記載漏れがないか確認

⑥氏名（漢字に注意)､年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑦鑑定対象物が特定されているか確認

⑧7日を超える請求があるときは．期間及び事由を記載



（
身体検査令状（採血）一鑑定処分許可状とセットで

（
身体検査令状（採血）

身体検査令状請求書
身体検査令状

0年12月 1日

幌"月‘圓生
甲 野 太 郎千紫簡易

裁

裁 披 疑 者 の 氏 名

及 ぴ 年 齢判

誤
｜

対すざ

被疑者に対する 道路交通法違反
について，下記の者の身体の検査を許可する。

擬事件
中央 警察署

司法警察

南印 鎮護 P採血に必要な被疑者の身体検査すべき身体
F記被疑者に

毎件につゞ下記の者に錨る誠験査令状の蕊付を鏑瀬する。角記

1 被疑者の氏名

甲野太郎，醗側32年10月2日生(61"
2 身体検査を受ける者

氏 名 甲 野 太 郎

年 齢 昭和32年10月2 日生（61歳） 性別
職 業 会社役風

塵
住 居 検浜市港南 －2

猫健康状態 健 康

3 身体検査を必要とする理由

捜査報告者記蝋のとおり．採血拒否の拳に

偽4 検査ずべき身体の部位

採血に錐要な被疑岩甲野太叩の身体

採血は医師をして医学的に相当と認められる

海より行わせること

身 体 の．検 査

に 関 す る 条 件
5

身体の検査を受ける者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは，10万円以下の
過料又は10万円以下の罰金若しくは拘罰に処せられ，あるいは罰金と拘翻を0隅される

ことがある。 4

の
る

言有 効 期 間’肩 平成30年12月8日まで

有効期間総圖後は，この令状により身体の検査をすることができない。この場合には,、
これを当裁判所に返還しなければならない。

有効期間内であっても，身体の検査の必要がなくなったときは，直ちにこれを当栽判所
に返還しなければならなし％

千葉地雫庭
裁判所

30 12， 1

(る）第8001手

1所

印

平繊30年12月'。P
千葉簡易表畔ﾘ所

裁判ゞ陸奥亜姻悼
5

聾千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

請求者の官公職氏名

④④

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由
(800 1号）

7

別欽記戴のとおり

⑪被疑者の氏名 生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑫全ての被疑罪名を記載

⑬「採血に必要な被疑者の身体」と記載

⑭「採血は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせること」と記載

⑮有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑯発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑰記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑱請求者の官公職氏名を記載

⑲令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別 空欄に注意

匪青求書ごとに受付印を押し，事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)，事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日．請求者の所属庁，罪名，被疑者名．担当裁判官を記載。

令状錘l1の記載は不要

③請求者官公職氏名．押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること)，職業，住居を疎明資料で確認
α生別を記載

⑦健康状態を記載

⑧記載漏れないか確認。

⑨7日を超える請求があるときは,期間及び事由を記載

⑪液間執行の欄は「なし」又は斜線で抹消



《（
鑑定処分許可状（頭髪採取）一身体検査令状とセットで 鑑定処分許可状（頭髪採取）

鑑定処分許可請求書
鑑定処分許可状

月 1 日

無,’’@．生
甲 野 太 郎千紫簡易

裁 判

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

裁

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反

について，次の鑑定人が下記の処分をすることを許可する
疑事件

千

千葉大学医学部附属病院 医師 、 竜

千 葉 二 郎

向千葉県警察科学捜査研究所 技術職員
関 内 三 郎

職 業

氏 名

鑑 定 人

下記被疑者に対 き 鑑定を

嘱託された次の者が，鑑定に必要な下記処分をすることの許可を請求する。

鑑定人の職業及び氏名

千紫大学医学部附属病院医師千蕊二郎(40歳）

千紫隈馨察科学技査研究所 技術職岡 間内三郎（35歳）

立ち入るべき場所．

検証すべき身体．

解剖すべき死体．

発掘すべき墳墓又は

破 壊 す べ き 物

I覚せい剤含有の有無を検査するのに必要な毛髪（

だし.50本を超えない範囲）を被疑者の身体か

採取すること
鑑定を嘱託した年月日

平成30年12月 1日

鑑定嘱託事項

被疑者から採取した頭髪につき下記の鑑定

（1）篭せい剤令有の有無，あればその名称

（2）参考事項
犯罪事実の要旨

別誠記蝋のとおり

記

1 被疑者の氏名

甲 野 太 郎 昭和32年10月 2

毛髪の採取は．毛根から抜去することなく、頭皮の

切断する方法によること 。身'体の検査に関する条件

煙有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により許可された処分に着手することができない。この

場合には，これを当裁判所に返還しなければならない。

上 【凝宛こ〆画v一一Vイユ

。”＊'‘“源'32隼1..,.生(‘』識く。’
2 鑑定人が立ち入るべき住居，邸宅，建造物若しくは船舶，検査すべき身体
解剖すべき死体 発掘すべき墳墓又は破壊すべき物

箪欝雷さ叩の党せ刷今有の有無を横査するのに錘要b,
裳同人の頭髪 可八 〃

平成3,隼'2‘'・但

辮帽陸奥亜趨棹
千葉簡易 裁判所

請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信
由3

濃 洽 彦

(800 1号腰'ｰ耐I

⑨被疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載 ⑪鑑定人の職業，氏名の記載漏れがないか確認

⑫毛髪の本数を記載するのが一般的

⑬「毛髪の採取は，毛根から抜去することなく、頭皮の近くから切断する

方法によること」と記載

⑭有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑮発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑯記名，押印．訂正印，契印の漏れがないか。

⑰請求者の官公職氏名を記載

⑱令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号（簡裁「る｣．地裁「む｣)，事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名．被疑者名．担当裁判官を記載。

令状種別の記載は不要

③請求者官公職氏名，押印，警察署印があるか確認

④全ての被疑罪名を記載，被疑事実とのそごがないかを確認

⑤鑑定人の職業及び氏名．嘱託年月日 嘱託事項の記載漏れがないか確認

⑥氏名（漢字に注意)，年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑦鑑定対象物が特定されているか確認

⑧7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載



（《
身体検査令状（頭髪採取）一鑑定処分許可状とセットで 身体検査令状（頭髪採取）

身体検査令状請求書
身体検査令状

0年12月 1日

柳‘,月,目ゞ
甲 野 太 郎千稜簡易 裁判所

裁 判 官

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢ー

愚警部信 濃 治

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反

について，下記の者の身体の検査を許可する。

事件
千葉 ｷ'央 警察署

司法警察

露舞、 ，.．‐

⑫警部 信

剤取締法違反
毛髪採取に必要な被疑者の身体検査す-べき身体

下記被疑者に対する

鴛緋につゞ下記の者に対する身体検査令状の発付を讃求する｡､記

1 被疑者の氏名

平”太,‘”和32雫,｡月，｡生(｡i"P
2 身体検査を受ける者

氏 名 甲 野 太 郎

年 齢 昭和32年10月2日生（

職 業 会社役員

住 居 千紫市中央 －1

猫健康状態 健 康

3 身体検査を必要とする理由

捜査報告毒記或のとおり，頭髪採取拒否の拳に出 ろため

篭'4 検査すべき身体の部位
頭髪採取に錘要な被疑渚甲野太郎の身体

毛髪の採取は，毛根から抜去することなく、頭皮の近くか

ら切断する方法によること

や
身 体 の 検 査

に 関 す る 条 件

日

幸

一

身体の検査を受ける者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは，10万円以下の

過料又は10万円以下の嗣金若しくは拘留に処せられ，あるいは罰金と拘留を併科される
ことがある。 A

下の

れる

有 効 期 間 平成30年12月8日まで（

子蕊愈慰家庭、
裁判所

(:f露淵号師

有効期間経過後は，この令状により身体の検査をすることができな”この場合には，
これを当裁判所に返還しなければならなしも

有効期間内であっても，身体の検査の必要がなくなったときは，直ちにこれを当裁判所

に返還しなければならな↓ら

は,

判所P
印

…雫'2"'･伊
千葉簡易 裁判所

謡ﾄﾘ官 陸 奥 亜緬但
5

鱒千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

請求者の宮公職氏名

99

6 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由
(800 1号)d－⑲II

7

別鰍認菰のとおり

⑪被疑者の氏名 生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑫全ての被疑罪名を記載

⑬「毛髪採取に必要な被疑者の身体」と記載

⑭｢毛髪の採取は，毛根から抜去することなく，頭皮の近くから切断する

方法によること」と記載

⑮有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑯発付年月日を記載。深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意

⑰記名，押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑯鯖求者の官公職氏名を記載

⑲令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し 事件符号（簡裁「る｣，地裁「む｣)，事件番号を記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日．請求者の所属庁，罪名，被疑者名，担当裁判官を記載。

令状種別の記載は不要

③請求者官公職氏名．押印，警察署印があるか確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること)．住居，職業を疎明資料で確認

⑥性別を記載

⑦健康状態を記載

⑧記載漏れないか確認。

⑨7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑩夜間執行の欄は「なし」又は斜線で抹消



《1
記録命令付差押許可状（法218 1) 記録命令付差押許可状（法2181) 記録命令付差押許可状（法218 1)

罰佃
■

画P
別 紙

′記録させ又は印刷させるべき電磁的記録

平成30年11月1日から同月6日までの間にメールアドレヌ

「abcde@fgh. ne. jp｣によって送受信された電子メールの通信履歴(送受信のE
時，趨言元・送信先のメールアドレス)．メール本文及び添付ファイル

この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官
記録命令付差押許可状請求書

－

記録命令付差押許可状平成3 0年12月 1日

千紫簡易
裁

l所 1

鞭0",日塗
甲 野 太 郎判 被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢

千蕊 中央 警察署

司法警察
…印

被疑者に対する 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反 被疑事件
について，下記のとおり記録命令付差押えをすることを許可する。ゴ息馨淵‘信濃 治

竺庵
鰯鯛熱繍灘琴漣議鴛噸緋につゞ記録命令付差脚輔呵状の発付を請求する。

‘織疑箸．“・聯,難驚幌鍵《6 ･1")
2 記録させ又は同捌させるべき電磁的記録

龍懸黙裟職:藻継'謹薑篤鴎蝋甥獅
先のメールアドレス)，メーノ1舜或及び漏寸ファイル

，鵜鴛騨篭墓鋤伸
4 7日を超える有効期間を必要とするときは，その期間及び事由

煙記録させ又は印刷さ

せるべき電磁的記録

別紙記載のとおり

電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者

東京都新宿区○○丁目△一口 新宿ビルディング
株式会社○○通信デーータセンター センター長 京京五難恒電磁的記録を記録さ

せ又は印刷させるべ

き者 恒別紙記載のとおり

佃有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により記録命令付差押えに着手することができなし％この
場合には，これを当識悩厩に返還しなければならなし＄

有効期間内であっても，記録命令付差押えの必要がなくなったときは.直ちにこれを当
辨陶厨に返還しなければならない

棹

陸奥亜細悼

平成30年12月1日

千葉簡易 裁判所

裁判官

5 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由

上寵弄…-.鐇擢'……えの識瀞を行う""御

標治
6 犯罪事実の要旨

別欽記戴のとおり

認惣懸家庭
裁判所

30 12 1

(る）第8001号

請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃

〆
プ

脾
印

(8001号）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し．事件符号(簡裁「る｣，地裁｢む｣)，事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に，受付日，請求者の所属庁，罪名 被疑者名を記載し、

令状種別には「記差」と記載し，担当裁判官を記載

醗青求者官公職氏名．押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑱契印漏れを確認
⑨被疑者の氏名，生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名，押印，訂正印，契印の漏れがないか。

睡青求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合，判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



（ （
ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（差押許可状（法218Ⅱ)）ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（差押許可状（法218Ⅱ)） ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（差押許可状（法218Ⅱ)）

蜜'許可状請求書 霞岬 勤棲
この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官

別 紙
差押許可状

｜
I 鯛,〃,日“
甲 野 太 郎

8

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢 差し押さえるべき物

被疑者の所有又は管理するパーソナルコンピュータ被疑者に売吋-る 覚せい剤取締法違反，大麻取締法違反 被疑事件
について，下記のとおり差押えをすることを許可する。 ‐曇ヅ

庵下
差

■
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体で

あって．その電磁的記録を複写すべきものの範囲

Webメールサービスのサーバーの記録領域であって，被疑者の

アカウントによりアクセス可能な記録領域

差し押さえるべき物 別紙記載のとおり

剖

差し押さえるべき稲

子計算機に電気通信

回線で接続している

記録媒体であって,そ

の電磁的記録を複写

すべきものの範囲

１
２ 恒別紙記載のとおり

3

伊有 効 期 間 平成30年12月8日まで

有効期間経過後は，この令状により差押えに着手することができない この場合には，

これを当猫料厩に返還しなければならない。

有効期間内であっても，差押えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁判所に返
還しなければならない。

4

5

押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって,その
電磁的記録を複写すべきものの範囲

Webメールサービスのサーバーの記録領域であって， ウント

漣によりアクセス可能な記録領域

可

6日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及ひ国事由
核疑考は，平日，休日を問わず， ていることが多く，夜間

“噛に在室している蓋然性が高いため

〆73暇麗嘆の要旨

別鮠記戴のとおり

平成30年12月 1日

千葉簡易 裁判所

去畔ll官

扉
請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃 治

基(800 1号）

①簡裁・地裁の別 空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し．事件符号(簡裁「る｣，地裁「む｣)，事件番号を

記入，押印

※令状請求事件簿に．受付日．請求者の所属庁，罪名．被疑者名を記載し，

令状種別には「差」と記載し，担当裁判官を記載し，備考欄に「ﾘﾓﾄ」と記載

③請求者官公職氏名，押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載 被疑事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)．年齢（犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑱契印漏れを確認

⑨被疑者の氏名 生年月日を戸籍等で確認して，正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合，判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



（

ｒ
Ｌ

ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（捜索差押許可状（法218Ⅱ)） ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（捜索差押許可状（法218Ⅱ)） ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽによる複写の処分（捜索差押許可状（法218Ⅱ)）

|この令状'…煎又は圖麓後でも執行することがで蕾愚｡裁判官面押 罰佃
捜 索

画伸
この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる。裁判官

許可状請求書

崔郵慥瀞 別 紙
捜索差押許可状0年12月 1日3

千紫簡易
裁 半I

裁判所

l富一

塾
ム
ロ

マ
、
〃
召

網0",｡“
甲 野 太 郎

H

被 疑 者 の 氏 名

及 び 年 齢 捜索すべき場所

横浜市青葉区○○町O△丁目○番地コーポ101被疑者方居宅千蕊 中央 警察署

司法警察

璽痴印

被疑者に対する

鍵について，下記のと

捜索すﾝくき場所，

身体又は物

ヨ警部信 濃
捜索すべき場所

身体又は物

1

2

3

4

差し押さえるべき物

被疑者の所有又は管理するパーソナルコンピュータ
差し押さえるべき物 煙

棹別紙記載のとおり

差し押さえるべき翻子計擁

樋に愈気通侭回線で接続し

ている記録媒体であってbそ

の勉磁的記録を描写すべき

ものの範囲

差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体で

あって．その電磁的記録を複写すべきものの範囲

Webメールサービスのサーバーの記録領域であって，被疑者の

アカウントによりアクセス可能な記録領域

別紙記載のとおり6

千蕊也遮凍庭
裁判所

30．12－ 1

(る）第8001号

恒有 効 期 間 平成30年12月8日まで印印

Ｉ

有効期間経過後は，この令状により捜索又は差押えに着手することができなしもこの場
合には，これを当裁判所に返還しなければならないb

有効期間内であっても，捜索又は差押えの必要がなくなったときは●直ちにこれを当裁
半I厩に返還しなければならなし％

5 し

押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって，その
電磁的記録を複写ずべきものの範囲

Webメールサービスのサーバーの記録領域であって， ウント

学"ｱ”によりアクセス可能な記録領域

河

6日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及び事由
被疑考は，平日，休日を問わず､昼間は不在にしていることが多く，夜間に
在室している蓋然性が高いため

偽

〆
7ガ藤事実の要旨

別銚記栽のとおり

伊

陸奥亜綱悼

平成30年12月 1日

千葉簡易 裁判所

凌畔U官

鐸'
請求者の官公職氏名 千葉中央 警察署

司法警察員 警部 信 濃 治

牌(800 1号）

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

②請求書ごとに受付印を押し，事件符号(簡裁「る｣，地裁｢む｣)，事件番号を
記入，押印

※令状請求事件簿に受付日，請求者の所属庁，罪名．被疑者名を記載し，令

状種別には腱差」と記載し，担当裁判官を記載し，備考欄に「ﾘﾓﾄ」と記載

③請求者官公職氏名 押印，警察署印を確認

④全ての被疑罪名を記載,被疑事実とのそごがないかを礒忍

⑤氏名（漢字に注意)．年齢(犯行時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

⑱契印漏れを確認

⑨被疑者の氏名，生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての被疑罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。 ⑮請求者の官公職氏名を記載

⑯夜間執行の請求がある場合．判断漏れ，印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成3.0年12月1日から）



《 《
捜索差押許可状（関税法121） 捜索差押許可状（関税法121） 一 捜索差押許可状（関税法121）

この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる｡裁判首闇捜 索

診悼
捜索差押許可状30年12月 1日

千紫地方 識'1所

裁 判 官

且眼※

別 紙

P甲 野 太 郎

昭和32年10月2日生

犯則嫌疑者の氏名

及 び 年 齢

怯人にごいては銅〉
求京税関成田 税関支署

税関職員財務事務官 信
捜索すべき場所

千葉県大網白里市○○○△丁目○番地●●

▲▲▲▲方居宅仲
犯則嫌疑者に対する 関税法違反 犯則"件

について，下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。下緬Q則嫌疑者に対する関税法遠反 犯則事件につき，捜索差押 許可状の発
付を諮求する。

記 P
捜索すべき身体，

物件又は場所

差し押さえるべき物件

本件ｶ殴り事実に関係あると認められる

(1)輸出入関係書類，郵便物・宅配便発送酉逓関係書類，国際通話関係書

類，国際通話カード，国内通話関係書類，送金関係番類，旅行申込書類，
旅行申込書類，旅行計画書類，旅行代金支払領収書，貨物ﾀ蝶

（以下略）

別紙載のとおり

13眼I嫌疑者の氏名（法人

氏名 甲 野
生年月日 昭和32

23眼I事実の要旨

別銚1記栽のとおり
3 捜索すぺき身体物件若

別欽2記瀬のとおり

4 差し押さえるべき物件

別欽2記顛のとおり
5 関税法第121条第2項の

については、名

太 郎
年10月 2

棹別紙記載のとおり差し押さえるべき物件

P有 効 期 間 平成30年12月8日まで

えをする必要があるときは、差し押さ

えるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁
的記録を複写すべきものの範囲

有効期間経過後は，この令状により捜索又は差押えに落手することができなし＄この場
合には，これを当裁鞘厭に返還しなければならな↓＄

葡諏irソヒあっても．捜索又は差押えの必要がなくなったときは,直ちにこれを当裁
唄厩に返還しなければならないb

4 7

P

曜奥亜ﾎ⑬P
平成30年12月1日

千葉地方 裁判所

素群I官

5 日出前又は日没後に行う必要があるときは，その旨及〔ﾉ域由
本件捜嶺差押えは，クリーン・ゴントロールド・デリ

撰辮
本件櫛勅の受取人及び間係考を特定した上で実施したい
若手が日の出前又は日没後に鞍ろことも め

馨畠きぎ可を請求する。 請求者の官職氏名 東京税関成田税関支署

税関職員 財務事務官 信 プ－

①簡裁・地裁の別，空欄に注意

※請求者の所属官署の所在地を管轄する地裁又は簡裁に請求され，当該簡裁

の管轄区域内に請求者の所属官署がない場合には当該簡裁では処理ができな

いことに注意（関税法121条1項）

（例：東京税関成田税関支署からの請求については千葉簡裁に管轄がない。

→ 千葉本庁においては千葉地裁で処理することになる｡）

②請求書ごとに受付印を押し．事件符号(簡裁「る｣，地裁「む｣)．事件番号を
記入，押印

※令状請求事件簿に．受付日．請求者の所属庁，犯則罪名．犯則嫌疑者名を

記載し、令状種別には「捜差」と記載し，担当裁判官を記載

③請求者官職氏名．押印を確認

④全ての犯則罪名を記載 犯則事実とのそごがないかを確認

⑤氏名（漢字に注意)，年齢(行為時14歳以上であること）を疎明資料で確認

⑥疎明資料とそごがないか確認（別紙引用の場合も同じ）

⑦7日を超える請求があるときは，期間及び事由を記載

⑧夜間執行の請求があるときは，その旨及び事由を記載

源
(800 1号）

⑱契印漏れを確認。⑨犯則嫌疑者の氏名．生年月日を戸籍等で確認して．正確に記載

⑩全ての犯則罪名を記載

⑪請求書どおり記載。別紙を引用する場合は，当該別紙を合綴

⑫有効期間を記載。通常は発付日に7を加えた日（初日不算入）

⑬発付年月日を記載（深夜の場合に請求の翌日になることがあるので注意）

⑭記名．押印，訂正印，契印の漏れがないか。

⑮請求者の官職氏名を言鐡

⑯夜間執行の請求がある場合．判断漏れ．印漏れがないかを確認

⑰令状右下欄外に事件番号を記載（年度の記載不要）

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



’ 臨検捜索差押許可状チェックシート
1 請求書受付のチェックポイント
（1） あて先が簡裁，地裁であっている力確認（担当裁判官に○が付いていれば地裁処理となる｡)。
なお，請求者が東京税関成田税関支署の場合千葉簡裁に管轄はないので，常に千葉地裁があて先
となる。

(2) 請求書原本に受付印を押し，事件符号（簡裁→る，地裁→む）及び令状請求事件簿の事件番号
を記入して認印する。

(3)令状請求事件簿の捜索差押インデックスの分類の受付日，請求者の所属庁，罪名，犯則嫌疑者
名（被疑者名欄）を記載し，令状種別には「臨検捜差」と記載し，担当裁判官を記載する。

(4)令状審査票（臨検捜索差押一関税法犯則事件）の審査事項に従って，請求書を審査する。
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2 令状作成のチェックポイント
① 臨検捜索差押許可状の用紙を使
い，添付資料を確認しながら誤記
のないよう犯則嫌疑者の氏名及び
生年月日を記載する。

② 罪名を記入する。差し押さえる
べき物の特定に関し,｢本件に関係
する物件」とした場合は，罰条の
記載について，裁判官の指示を受
ける。

③④ 「臨検すべき物件又は場所，
捜索すべき身体，物件又は場所｣，
「差し押えるべき物件」を記載す
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‐“唖風
■

複数ある場合は，「別紙2」「別紙
3」等と特定して記載する。

⑤ 有効期間（原則として発付から
7日（初日不算入)）を記入する。

⑥ 発付年月日を記入する（午前0
時の日付変更に注意する｡）

⑦ 請求者が東京税関成田税関支署
の場合,発付裁判官の所属は千葉

この位置に「17－2記載例」力壊示されたもの力！

’ 露付けてあります。

地方裁判所であることを確認する。

⑧ 担当裁判官のゴム印を押すb
⑨ 請求者の官職氏名欄は，請求書
の公職 官職 氏名の順に記載す
る。

⑩ 請求書の「日出前又は日没後に
＝

行う必要があるときは．その旨及

び事由」欄に夜間執行必要性の記

載がある場合は，臨検捜索差押許
可状の上部に夜間執行ができる旨
を記載したゴム印を押す。

L‘－－－－．..一一‘..‘..一一一‘..‘ﾛ.,.､一一一一.ﾛ.－．ﾛ.一‘ローーー...－‘-.‘-.‘ﾛ.,ﾛ･‘ﾛ.‘ﾛ.一一.ロー‘ﾛ.一‘ﾛ.一一一..,一一一‘－－－．｡.一一‘一一j

⑪ 臨検捜索差押許可状右下欄外に令状請求事件簿の事件番号を記載する（年度，事件符号の記載不
要)。

⑫ 臨検捜索差押許可状と別紙を左側2か所ホチキスで留めて，請求書及び一件記録とともに裁判官
に提出する。

3 令状発付のチェックポイント
(1)令状審査票の交付前審査欄を使用し，許可された臨検捜索差押許可状に裁判官の押印，契印及
び訂正印の漏れがないか確認する。

(2)令状作成者でない者がダブルチェックを行う。
(3)臨検捜索差押許可状，請求書及び一件記録を請求者に渡し，令状請求事件簿の受領印棡に受領
印を受ける。

※庁印の押捺は不要（平成30年12月1日から）



④この令状は日の出前又は日没後でも執行することができる

⑩
’

臨検捜索差押許可状
G

犯則嫌疑者の氏名及び年齢
（法人については，名称） 石川五右衛門

昭和●●年●●月●●日生

ｂ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｆ
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１
ト
ー

．
１
ｈ

犯則嫌疑者に対する 覚せい剤取締法違反，関税法違反
について，下記のとおり臨検，捜索及び差押えをすることを許可する。

件

一

､■ご』

千葉市中央区中央●丁目●番●号
犯則嫌疑者●●●●方居宅及び附属建臨検すべき物件又

は場所，捜索すべき
身体，物件又は場所

lI
ll I

別紙 のとおり

本件違反事実に関係すると思料される覚せい剤
その他一切の文書及び物件 ｔ

ｌ
ｌ

Ｆ
１

差し押さえるべき物件

照 おり

平成 30 年 12 月 14 日まで有 効 期 間
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有効期間経過後は，この令状により臨検，捜索又は差押えに着手することができない。
この場合には，これを当裁判所に返還しなければならない。
有効期間内であっても，臨検，捜索又は差押えの必要がなくなったときは，直ちにこれ
を当裁判所に返還しなければならない。

ー

30 年 12 月 7 日

葉地方裁判所

千 葉 太 郎 ⑳裁 判 官

平 成

旬 伊

■

東京税関成田税関支署
財務事務官

請求者の官職氏名
佐 倉 次 郎

kO ﾛ

ー

’ ⑪ (第 号）800 1

I

侭



公訴時効期間の改正一覧表(刑訴法250条）

公訴時効期間の改正経緯
H22｡4.27の法改正後
の具体的な罪の例

平
16．12．8

改正

昭
23.7.10

改正

同条 平22.4,27改正
・同日旅行同条

の号
罪の種類

昭24
．1．1

施行

平17
．1．1

施行

イ(ア以外
の罪）壷|墨

ア(人を死
亡させた罪）

イア 1
1

１

死
刑
除
外

１１

外患誘致，
現住建造物
等放火など

死刑に当たる罪
(以下｢に当たる罪」
略）

公訴時効
なし

殺人,強盗
殺人など

25年15年 25年

通貨偽造，
強盗強姦，
身代金目的
略取など

強制わいせ
つ致死,強
姦致死など

15年無期懲役･禁銅 15年 30年10年(2)|(2)|(1)|(2)

■
■
０
■

傷害致死，
危険運転致
死など

長期20年の
懲役｡禁銅

20年‐｜‐｜(2)｜‐
ー

自動車運転
過失致死，
業務上過失
致死など

250条1項(1),(2)
以外の罪

10年‐｜‐｜(3)｜‐

長期15年以上
の懲役･禁銅

強擦傷害
など

10年10年 I

窃盗,詐
欺,恐喝
業務上横領
など

長期15年未満
の懲役｡禁銅

7年7年‐｜(4)｜‐｜(4)

長期10年以上
の懲役"禁銅

7年(3)｜‐｜‐｜‐

特別公務員
暴行陵虐
未成年者略
取受託収
賄など

長期10年未満
の懲役･禁銅

5年5年 5年(4)|(5)｜‐｜(5)

ー 楠臘測雄
暴
迫
損
壊

長期5年未満の
懲役･禁銅又は
罰金

棄
損3年 3年(5)|(6)｜‐｜(6) 3年

1三L二(6)|(7)|‐|(7)|拘留又は科料
一 ＝一一一一一一一一一一一 一 ■－ L 一 一一 一 一 一 ニ ー ー ーョ ー

1年’ 1年’ － 侮辱など

※1平22.4.27改正法の経過措置により，「この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成して
いる罪については,適用しない｡」(同法附則3条1項)。

※2改正後の法250条1項の規定は平成16年改正法附則3条第2項の規定にかかわらず,同法
の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁銅以上の刑に当たるもので,この法律の施行
の際その公訴の時効が完成していないものについても,適用する(同法附則3条2項)。

平成22年4月27日までに公訴時効が完成していない罪については すべて新※1．※2により

が｝ こととな
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＊ページ讃ば当直マニュアルの掲識ページを示す
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まページ数は当直マニュアルの埼鐡ページを示す
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＊ページ数は当直マニュズルの簿識ページを示す‐
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＊ページ薮葱当直マニュアルの錫滋ページを示す
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*べ－:ｼ溌な当直マニュアノz'の撮裁ベージを示す



R2. 6. 1改訂, R3.6.1改訂

勾留見本記録(被疑者.千葉健）
（千葉地裁処理ver. )

① 勾留請求書

② 接見禁止等請求書

③ 勾留状

④ 勾留質問調書

⑤ 接見等禁止決定（原本1，謄本1）

⑥ 送達報告書

⑦ 勾留通知

⑧ 国選弁護人選任請求書・資力申告害

ｰ

ｰ



①

接見禁止請求あり

勾 留 請 求 書

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁 判 官 殿

2方検察庁

検察官検事

千葉 t

下記被疑者に対する 強盗致傷 被疑事件につき，被疑者の勾留を請求する。

なお，被疑者欄中年齢，職業若しくは住居又は被疑事実の要旨欄のうち空欄は，

状請求書記載のとおりである。

‐

逮捕

記

被 疑 者

氏 名

年 齢

職 業

］

千 葉 健
氏

年
職

住
昭和62年12月18日 （ 30歳）

4呼 職ノ、、、

居 不 定

ー

’ I30．9．1

|’

〆「
・請求時刻を記載し，

します（簡裁は「令状

～

地裁は「令状（む)」で立件

（る)｣)。

一一



①

2 被疑事実の要旨

別紙記載のとおり。

3 勾留すべき刑事施設

千葉県千葉中央警察署留置施設

4 被疑者に弁護人があるときは，その氏名

5 被疑者が現行犯人として逮捕された者であるときは，罪を犯したことを疑う

に足りる相当な理由

ｰ

6 刑事訴訟法第60条第1項各号に定める事由

刑事訴訟法第60条第1項第 1，2，3 号

7 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって刑事訴訟法に定める時間

の制限に従うことができなかったときは，その事由

写

年 月 日付け報告書記載のとおり。別添司法警察員の



①

被疑事実の要旨

被疑者はA及びBと共謀の上，金員を強取しようと企て，平成30年5月6日午後1

0時10分頃，千葉市中央区中央○丁目○番○号先路上において，同所を通行中のC(当

時26歳）を呼び止め，やにわにその顔面を手拳で殴打し，左足を蹴る等の暴行を加え，

｢金を出すか殺されるかどっちがいい｡」等と申し向け，更に同人の顔面，左足を数回殴

ｰ

打あるいは蹴る等の暴行を加えてその反抗を抑圧するも，同人が現金を所持していなか

ったことから，その目的を遂げず，その際，上記暴行により同人に対し，全治10日間

を要する左眼球打撲，左結膜下出血並びに左眼瞼外傷及び眼瞼皮下出血の傷害を負わせ

たものである。

ｰ



②

接見禁止等請求書

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁 判 官 殿

地方検察庁

察官 検事

葉千

法務太’＠

被疑者千葉 健（千葉県千葉中央警察署留置施設収容中）に対する強盗致傷被疑事件

につき，罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから，被疑者と刑事訴訟法第

39条第1項に規定する者以外の者（ただし，被疑者の勾留されている刑事施設に置か

れた刑事施設視察委員会及び同会委員並びに被疑者の勾留されている留置施設に係る留

置施設視察委員会及び同会委員を除く｡）との交通につき，下記事項に関する裁判をされ

ー

たい。

記

1 接見の禁止

2 書類又は物（糧食，寝具及び衣類を除く｡）の授受の禁止可P

’ I30．9．1

一

〆

l

・時刻の記載は不要です。に函 －一



③

指揮印

勾 留 状

氏 名 千葉健

年 齢 昭和62年12月18日生

住 居 不定

職 業 無職

延長

被疑者

被疑者に対する強盗致傷被疑事件について，同人を千葉中央警察署留置施設に勾留する。
延長

被疑事実の要旨 別紙のとおりー

刑事訴訟法60条1項

各号に定める事由
次葉のとおり

平成30年9月8日 まで有効期間

この令状は，有効期間経過後は，その執行に着手することができない。この場合には，これを
当裁判所に返還しなければならない。

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判官 館 山 春

ー

平成30年9月1日勾留請求の年月日

平成 年 月 日 午 時 分
執行した年月日時及び
場所

記名押印

執行することができなかっ
たときはその事由

■ ■ ｰq■ ロ ー ー ー ロ■ ーー q■ 一画q■一 ■■ ー一 ﾛ■q■ －－－■

平成 年 月
'竃
'■
一

■ P

記名押印

勾留した年脚級．’平〆．”取扱者

日 午 時 分

(被疑者用）1

(被疑者 千葉健）



③

刑事訴訟法60条1項各号に定める事由

下記の Z，2，3 号に当たる。

1 被疑者が定まった住居を有しない。

2 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。

3 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

勾 留 期 間 の 延 長

延 長 期 間

平成 年 月 日まで

延 長 期 間

平成 年 月 日まで
一一一一一－ー

由理由ｰ 理

=一一■一一一一一一一 一一一■一一 一ー－－－マーーー■-－ 一一一一一一一一一甲一一….ー一一一一一一口一亭一一 口

平成 年 月 日

裁判所

裁判官

平成 年 月 日

裁判所

裁判官

勾留状を検察官に交付した年月日

平成 年 月 日

裁判所書記官

勾留状を検察官に交付した年月日

平成 年 月 日

裁判所書記官

ｰ

勾留状を被疑者に示した年月日時

平成 年 月 日 午 時 分

勾留状を被疑者に示した年月日時

平成 年 月 日 午 時 分

刑事施設職員刑事施設職員

2

(被疑者 千葉健）



③

被疑事実の要旨

被疑者はA及びBと共謀の上，金員を強取しようと企て，平成30年5月6日午後1

0時10分頃，千葉市中央区中央○丁目○番○号先路上において，同所を通行中のC(当

時26歳）を呼び止め，やにわにその顔面を手拳で殴打し，左足を蹴る等の暴行を加え，

｢金を出すか殺されるかどっちがいい。」等と申し向け，更に同人の顔面，左足を数回殴

打あるいは蹴る等の暴行を加えてその反抗を抑圧するも，同人が現金を所持していなか

ったことから，その目的を遂げず，その際，上記暴行により同人に対し，全治10日間
ｰ

を要する左眼球打撲，左結膜下出血並びに左眼瞼外傷及び眼瞼皮下出血の傷害を負わせ

たものである。

ｰ



④

裁判官認印

勾 留 質 問 調 書

被疑者 千葉健

被疑者に対する強盗致傷被疑事件について，平成30年9月1日千葉地方裁判所

において，

裁 判 官 館 山 春 子 は，

裁判所書記官 船 橋 太 郎 を

立ち会わせて，被疑者に対して次のように質問した。

問 氏名，年齢，住居及び職業について述べてください。
答 勾留請求書記載のとおり

ｰ

裁判官は，終始沈黙し，又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
勾留請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。

問 検察官からこのような事実について勾留の請求があったが,これに対して何
か述べることはないですか。

答

裁判官は,弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人（弁護士・外国法事務弁護士

共同法人を含む｡）又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨

及びその申出先を教示し，また，国選弁護人選任請求権を告げ，弁護人の選任を請

求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であ

るときは，あらかじめ，千葉県弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければな
らない旨を教示し，勾留した場合の通知先を尋ねたところ，

答 勾留通知先は

ｰ

以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした。

被疑者 印

前同日同庁

裁判所書記官

即日勾留通知手続（電話・郵便・不能）

同日同庁 裁判所書記官

船 橋 太 郎



④

裁判官認印

勾 留 質 問 調

室白

被疑者 千葉健

被疑者に対する強盗致傷被疑事件について，平成30年9月1日千葉地方裁判所
において，

裁 判 官 館 山 春 子 は，

裁判所書記官 船 橋 太 郎 を

立ち会わせて，被疑者に対して次のように質問した。

問 氏名，年齢，住居及び職業について述べてください。
答 勾留請求書記載のとおり

ただし，住房航r語糞市芋Z央区早暁響一ZZ-27コートマンション30Z
晨室／と述べた。

ー

裁判官は，終始沈黙し，又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
勾留請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。

問 検察官からこのような事実について勾留の請求があったが,これに対して何
か述べることはないですか。

答 その臼嶬 場所にいたことは厳這いありません戯 茸分ばFA ･f'Bと共謀してし】
ないし，茸分自身がその場でcさんを呼乙趾fめたり,Cさんの顔面を手拳で殿打
したり,左足を蹴る等の暴行を加えたり,"金を出すか畿されるかどっちがいい｡j
等の言溝を言ってし咳せんb

裁判官は,弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人（弁護士・外国法事務弁護士
共同法人を含む｡）又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨
及びその申出先を教示し，また，国選弁護人選任請求権を告げ，弁護人の選任を請
求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であ
るときは，あらかじめ，千葉県弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければな
らない旨を教示し，勾留した場合の通知先を尋ねたところ，
答 勾留通知先は 兄 予葉一郎（ちぱいちろクノ，予葉市ﾒﾃZ央区ﾒﾃZ央響一ZZ-
27コートマンション30Z景室 携帯電話090-_Z 23忽－56 78

ｰ

以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした

被疑者 ヂ‘葉 健

前同日同庁

裁判所書記官

順 不能’即日勾留通知手続

同日同庁 裁判所

船 橋 太

ー



⑤

平成30年（む）第56 78号

止 決 定禁接 見 等

千葉中央警察署留置施設 収容中

被 疑 者 千葉健

被疑事件 強盗致傷

上記被疑事件について，刑事訴訟法81条に掲げる理由があるものと認め，検察

官の請求により，被疑者と同法39条1項に規定する者以外の者（ただし，被疑者

の勾留されている刑事施設に置かれた刑事施設視察委員会及びその委員並びに被疑

者の勾留されている留置施設に係る留置施設視察委員会及びその委員を除く。）との

接見及び文書（ただし，公刊されており，かつ，書込みがない新聞，雑誌及び書籍

ー

を除く。）の授受を公訴提起に至るまでの間禁止する。

Ⅱ

平成3 0年9月1日

千葉地方裁判所

春裁判官 山

雲繊蕊欝蘂綴､“篭‘
獄 翻溌

議
裳

露 鰯雲震藝露鑿 認議蕊

ー

即同検斬に謄本送付瀞裁判所書記⑭



⑤

平成30年（む）第5678号

禁 止 決 定接 見 等

千葉中央警察署留置施設 収容中

被 疑 者 千葉健

被疑事件 強盗致傷

上記被疑事件について，刑事訴訟法81条に掲げる理由があるものと認め，検察

官の請求により，被疑者と同法39条1項に規定する者以外の者（ただし，被疑者

の勾留されている刑事施設に置かれた刑事施設視察委員会及びその委員並びに被疑

者の勾留されている留置施設に係る留置施設視察委員会及びその委員を除く。）との

接見及び文書（ただし，公刊されており，かつ，書込みがない新聞 雑誌及び書籍

ヨ ユ

を除く。）の授受を公訴提起に至るまでの間禁止する。

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判官 館 春山 子

ｰ

これは謄本である。

前同日同庁

裁判所書記官 船 橋 太



⑥

平成30年（む）第56 78号

告 書送 達 報

接見等禁止決定謄本1通

被疑者 千葉健

送達書類

受送達者

⑬日午前〈御 4時 20分，受送達者に対し，上記の書類は，平成30年9月1日と

当庁においてこれを交付して送達した。
ー

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判所書記官

四
Ａ
麓

橋 太船

ー

糞ヂ書類受領者



⑦

平成30年9月1日

勾 留 通 知

千葉一郎 殿

千葉地方裁判所

同裁判所書記官 船 橋 太

被疑者千葉健に対する強盗致傷被疑事件について，同人が平成30年9月1日千

葉中央警察署留置施設に勾留されたから通知します。ー

問い合わせは，検察庁又は勾留場所にしてください。

問い合わせるときは，必ず勾留の年月日と被疑者の氏名を申し出てください。

裁判所は,事件内容の説明や被疑者あての現金,手紙などの取次はいたしません。

（問い合わせ先）

千葉地方検察庁

千葉中央警察署留置施設

１
０

７
１

０
１

２
０

一
一

１
４

２
４

２
２

一
一

３
３

４
４

０
０

ｰ



⑧

国選弁護人選任請求書・資力申告書
裁判官 殿

※ 該当する箇所の口印にし点を付け，必要事項を記入して作成してください。

(注意） 3に記載した合計欄の金額が50万円以上である場合には，この書面を提出して国
選弁護人の選任を請求する前に，必ず，千葉県弁護士会に対して，私選弁護人選任の
申出をする必要があります。

1 次の事件について，2に記載した理由により私選弁護人を選任することができ

ないので，国選弁護人の選任を請求します。

事件名

2 理由

※(2)ア又はイの口印にし点を付けた場合で，千葉県弁護士会から通知書を受け取
っているときは，この請求書と一緒に提出してください。

m (1) 貧困のため
□（2） 平成 年 月 日，千葉県弁護士会に対して，私選弁護人の選任を

申し出たが，次の理由から選任することができなかったため
ロ ア 千葉県弁護士会から弁護人となろうとする者の紹介を受けられなかった。
ロ イ 紹介された弁護士に弁護人の選任の申込みをしたが拒まれた。
ロ ウ いまだ千葉県弁護士会から連絡がない。

□（3） その理由（具体的に書いてください。） だ
ノーO

こ 二ｺ

3 資力申告

私の次の資産の合計額（資力という。）と内訳は，記載したとおりで間違いあ
りません。

（注意） 裁判官の判断を誤らせる目的で，その資力について虚偽の記載をした場合は,10
万円以下の過料に処せられることがあります。

ｰ

(D無
(図無
(図無
(図無
(図無

有
一
有
一
有
一
有
宥

図
□
□
□
□

約
約
約
約
約

→
→
→
→
→

000円）
円）
円）
円）
円）

現金
金融機関に対する預貯金
社内預金等
金融機関の自己宛小切手
郵便為替

内訳 50，

ｰ

合計 約 50，000円

※ 金融機関に対する預貯金とは，預金のほか，郵便貯金又は農業協同組合，農業協同組合連合会，漁業協同
組合，漁業協同組合連合会，水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会に対する貯金のこと
です。

※ 社内預金等とは，使用者（船員の場合は船舶所有者）に対する貯蓄金又は公務員共済組合，公務員共済組
合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対する貯金のことです。

平成30年 9 月 Z 日

氏 名 千 葉
（昭和5Z年/2月／'

一●●－●●■■●●■■●●■■■■■■●●■■●●■■､●■■●●■■、●■■●●－■■■■●■■■■■＝巳■■■＆巳■■■＄■■■■■■■●■■■■＝－，■■●－－■一

以下の欄は，留置担当官，刑事施設・少年鑑別所の職員が記入してください。※

添付書類 口 勾留状・告知調書等の写し 口 不在・不受任通知書
取調べ担当検察官所属の検察庁
留置。収容場所
国籍 ， 言語 語

１
２
３
４
５

語
名函斎□

雲叩一一一一巨鉦へ

他事件 ）での国選弁護人選任の ■
ﾉ1､



R2. 6. 1改訂, R3.6.1改訂

勾留見本記録蝉.帥,,ｲﾙﾄﾝﾏﾝｾ肋
（千葉地裁処理ver．）

① 勾留請求書

② 接見禁止等請求書

③ 勾留状

④ 勾留質問調書

⑤ 遍訳人尋問調書（宣誓害添付）

⑥ 接見等禁止決定（原本1，謄本1）

⑦ 送達報告書

⑧ 勾留通知

⑨ 還訳料請求書

⑩ 通訳人旅費日当請求書

⑪ 通訳人立会表

⑫ 通報の要請に閨する照会・回答

⑬ 領事官通報

ｰ

ｰ



①

接見禁止請求あり

勾 留 請 求 書

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁 判 官 殿

一一~、

千葉 方検察庁

検察官検

下記被疑者に対する 道路交通法違反 被疑事件につき，被疑者の勾留を請求する。

なお，被疑者欄中年齢，職業若しくは住居又は被疑事実の要旨欄のうち空欄は，逮捕
ｰ

状請求書記載のとおりである。

記

被 疑 者

氏 名

年 齢

職 業

1

氏
年

職
住

自称アイルトン マンセル（別添写真の男）（※添〃省泌リ

自称1964年7月20日(54歳）

運転手

居 不 定

ー

’ I30．9．1

~

Iロノ

口
・請求時刻を記載し，地裁は「令状（む)」

します（簡裁は「令状（る)｣)。

～



①

2 被疑事実の要旨

別紙記載のとおり。（※添〃省婚ノ

3 勾留すべき刑事施設

千葉県千葉中央警察署留置施設

4 被疑者に弁護人があるときは，その氏名

5 被疑者が現行犯人として逮捕された者であるときは，罪を犯したことを疑う

に足りる相当な理由
ｰ

6 刑事訴訟法第60条第1項各号に定める事由

刑事訴訟法第60条第1項第 1，2，3 号

7 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって刑事訴訟法に定める時間

の制限に従うことができなかったときは，その事由

ｰ

別添司法警察員の 年 月 日付け報告書記載のとおり。



②

接見禁止等請求書

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判 官 殿

篭千
全

法務太'＠令菫
目

、

被疑者自称アイルトン マンセル（千葉県千葉中央警察署留置施設収容中）に対する

道路交通法違反被疑事件につき,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるから，

被疑者と刑事訴訟法第39条第1項に規定する者以外の者（ただし，被疑者の勾留され

ている刑事施設に置かれた刑事施設視察委員会及び同会委員並びに被疑者の勾留されて

いる留置施設に係る留置施設視察委員会及び同会委員を除く｡）との交通につき，下記事

ｰ

今

項に関する裁判をされたい。

記

1 接見の禁止（ただしブラジル連邦共和国領事官を除く｡）

2 書類又は物（糧食，寝具及び衣類を除く｡）の授受の禁止ー

I ’30．9．1

）

■
、壷：

「
! ー

刻の記載は不要です。



ヨ

③

※ 別綴r綴疑募実の要旨ノr別添写真ノは添〃省略

指揮印

勾 留 状

自称アイルトン マンセル（別添写真の男）

自称1964年7月20日生

氏 名

年 齢

住 居

職 業

延長

被疑者
不定

運転手

被疑者に対する道路交通法違反被疑事件について，同人を千葉中央警察署留置施設に勾留する。
延長

■

被疑事実の要旨 別紙のとおりー

刑事訴訟法60条1項

各号に定める事由
次葉のとおり

平成30年9月8日 まで有効期間

この令状は，有効期間経過後は，その執行に着手することができない。この場合には，これを
当裁判所に返還しなければならない。

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判官 館 山 春

ｰ

勾留請求の年月日 平成30年9月1日
I

平成 年 月 日 午 時 分
執行した年月日時及び
場所

１
１

１
Ⅱ

記名押印

執行することができなかっ

たときはその事由
一一＝q■■■一画q■一 q■q■ ーー q■ ー q■ ー q■ ーq■ーq■ ーq■ ー q■■■ ーーq■ ー＝ ー ー ー ーq■ーq■q■＝ ー 一 画 ＝q■ ーﾛ■ー ﾛ■ 一一 ﾛ■ 一画q■■■ーーq■ ー＝■■q■ ＝q■q■q■ー q■q■＝

平成 年 月 日

記名押印

平成 年 月 日 午 時 分
勾留した年月日時及び

取扱者

(被疑者用）1

(被疑者 自称アイルトン マンセル）



③

刑事訴訟法60条1項各号に定める事由

下記の Z，2，3 号に当たる。

1 被疑者が定まった住居を有しない。

2 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。

3 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

勾 留 期 間 の 延 長

延 長 期 間

平成 年 月 日まで

延 長 期 間

平成 年 月 日まで

由ｳー 由 理理

平成 年 月 日

裁判所

裁判官

平成 年 月 日

裁判所

裁判官

勾留状を検察官に交付した年月日 勾留状を検察官に交付した年月日

平成 年 月 日ｰ
平成 年 月 日

裁判所書記官 裁判所書記官

勾留状を被疑者に示した年月日時 勾留状を被疑者に示した年月日時

平成 年 月 日 午 時 分平成 年 月 日 午 時 分

刑事施設職員 刑事施設職員

2

(被疑者 自称アイルトン マンセル）



裁判官認印

聿冒

勾 質 問 調留

被疑者 自称アイルトン マンセル

被疑者に対する道路交通法違反被疑事件について，平成30年9月1日千葉地方
裁判所において，

裁 判 官 館 山 春 子 は，
裁判所書記官 船 橋 太 郎 を

立ち会わせて，被疑者に対して次のように質問した。

問 氏名，年齢，住居及び職業について述べてください。
答 勾留請求書記載のとおり

ー

裁判官は，終始沈黙し，又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告げ，
勾留請求書記載の被疑事実を読み聞かせた。

問 検察官からこのような事実について勾留の請求があったが，これに対して何
か述べることはないですか。

答 裏第ぼそのとおり厳達'1あり美せんb

裁判官は,弁護人選任権を告げ，弁護士，弁護士法人 併護士･外国法事務弁護t共同

法人を含む｡）又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びそ
の申出先を教示し，また，国選弁護人選任請求権を告げ，弁護人の選任を請求する
には資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるとき
は，あらかじめ，千葉県弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない

旨を教示し，勾留した場合の通知先を尋ねたところ，
答 勾留通知先は 必要あり妄せﾝ｛

ー

以上のとおり読み聞かせたところ，相違ない旨申し立て署名指印をした。

被疑者 アイノZzトン マンセノZz

ユー

前同日同庁

裁判所書記

･不絹即日

同日

’
|‘ _－」一一 一望－ －－面 一 一



⑤

裁判官認印

圭
昌

通 訳 人 尋 問 調

被疑者 自称アイルトン マンセル

被疑事件 道路交通法違反

尋問をした年月日 平成30年9月1日

尋問をした場所 千葉地方裁判所

裁 判 官 館 山 春 子

裁判所書記官 船 橋 太 郎

人定尋問

氏 名 東金さとし

年 齢 昭和23年4月25日生

職 業 通訳業

住 居 千葉県○○市△△3－4－5

尋問及び供述

裁 判 官

被疑者は，国語に通じないので，勾留質問についてポルトガル語による通訳

を命じます。

承知しました。

ー

以上のとおり読み聞かせたところ,相違ない旨申し立て,署名押印した。

通訳人 東金ざと④
ヒーロ

前同日同庁

裁判所書記官 船 橋 郎⑤太



⑤

せ ん

官

書と

官の

ま す。

問
書
印

通 訳

宣 誓

認 印

人
書

で

尋
を
契

調
記
し

‐

りようしん したが せ い じ つ つ う や く

良心に従って誠実に通訳する
。

捌哲一目 います。とを

声
」

拝
毎画

’宣 誓 書 は

■
ー

ミーノ

一

通 訳 人 東金 ざ と



⑥

平成30年（む）第5677号

止 決 定禁接 見 等

千葉中央警察署留置施設 収容中

被 疑 者 自称アイルトン マンセル

被疑事件 道路交通法違反

1房“ゞ上記被疑事件について，刑事訴訟法8 1条に掲げる理由が ある

察官の請求により，被疑者と同法39条1項に規定する者以外の者（ただし，被

疑者の勾留されている刑事施設に置かれた刑事施設視察委員会及びその委員，被

疑者の勾留されている留置施設に係る留置施設視察委員会及びその委員並びにブ

ラジル連邦共和国領事官を除く。）との接見及び文書（ただし，公刊されており，

かつ，書込みがない新聞 雑誌及び書籍を除く。）の授受を公訴提起に至るまでの

ー

間禁止する。

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判官 館 春山

ー

卿同検察庁に謄本送付済裁判所書記⑳

Fi~－~‐ 鋤
謬し，手入力しま

H
”

噌鼠 ・藤下 畠

琴 セ,遷壁 錘 姓 i

し，手入力します



⑥

平成30年（む）第5677号

止 決 定禁接 見 等

千葉中央警察署留置施設 収容中

被疑 者 自称アイルトン マンセル

被疑事件 道路交通法違反

上記被疑事件について，刑事訴訟法81条に掲げる理由があるものと認め，検

察官の請求により，被疑者と同法39条1項に規定する者以外の者（ただし，被

疑者の勾留されている刑事施設に置かれた刑事施設視察委員会及びその委員，被

疑者の勾留されている留置施設に係る留置施設視察委員会及びその委員並びにブ

ラジル連邦共和国領事官を除く。）との接見及び文書（ただし，公刊されており，

かつ，書込みがない新聞 雑誌及び書籍を除く。）の授受を公訴提起に至るまでの

ー

間禁止する。

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

春裁判官 館 山 子

ー

これは謄本である。

前同日同庁

裁判所書記官 船 橋 太



⑦

平成30年（む）第5677号

告 書送 達 報

接見等禁止決定謄本1通

被疑者 自称アイルトン マンセル

送達書類

受送達者

⑬ 3時 20分，受送達者に対し，日午前上記の書類は，平成30年9月1日』

当庁においてこれを交付して送達した。ｰ

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

裁判所書記官 船 橋 太
ー

。アイル人ン マンセ〃／書類受領者



⑧

平成30年9月1日

勾 留 通 知

。◎。◎ 殿

千葉地方裁判所

裁判所書記官 船 橋 太

被疑者自称アイルトン マンセルに対する道路交通法違反被疑事件について，同

人が平成30年9月1日千葉中央警察署留置施設に勾留されたから通知します。ー

問い合わせは，検察庁又は勾留場所にしてください。

問い合わせるときは，必ず勾留の年月日と被疑者の氏名を申し出てください。

裁判所は,事件内容の説明や被疑者あての現金,手紙などの取次はいたしません。

（問い合わせ先）

千葉地方検察庁

千葉中央警察署留置施設

１
０

７
１

０
１

２
０

－

－
１

４

２
４

２
２

一
一

３
３

４
４

０
０

ｰ



〃

請求者欄に記載されている内容が正しいか通訳人に確

認してもらいます。
⑨

計
郵
裁
諾

利
判
謝

馴
費
金通 訳 料 請 求

住 所 〆
千葉県○○市△△3－4－5

請
求

者

千葉地方裁判所 御中
（フリガナ）

ﾄｳｶﾞ神トシ
氏 名 東金さとし

平成30年（む）第1233号被疑者自称アイルトン マンセルに対する道路交通法違反被疑事
件について，通訳料を請求します。

平成30年 9月 Z日

通 訳 の 種 類通 訳 に 従 事 し た 年 月 日

ポルトガル語

自
至

年
年

０
０

３
３

成
成

平
平

月
月

９
９

日
日

Ｚ
Ｚ

定支 決給【巨冨ヨ

裁判官の押印は不要で

すが，押印してしまった

場合でも削除せず引き

継いでください。

支 給 額 平成30年 9月 Z日 すが，押印してし

場合でも削除せ

継いでください。
K 円計

事 、一額、金

円、

､“料尺
内

K詞、 謄妻爽琴 び地方消費税

、「
、

、
金額は空欄のままにし

ておきます。

＝

訳

、、
1

振込先金融機関名

口 座 番

ロ言金
別

預
種ー

普通

（フリガナ）
口 座 名 義

＝ ＝ロー ーー ーーー ＝一 一毛｡q■－－ 匂一 一一 一q■■ － 吟一 ■1■■毎●一 ‐1■4■争 口宅つ。 一宇 ■‐一一 ‐ー‐ ‐宇 缶。■ー一 一q■画＝一一 痔＝一 色由 一一 ＝ーq■一 一一 一一 中一 一 一画 一一 一＝q■ー＝ 幸一＝ ‐＝一一一 ‐＝ー＝ ー■ 口＝ 争一 一

’平成 年 月 日 小切手番号振込年月日

前記の支給額を領収しました。

平成 年 月 日

氏 名 印

備
考

源泉徴収税額 金

差 引 支 給 額 金

円
円

※「内訳」欄の「消費税及び地方消費税」の金額は，これを加算しない場合には

「－円」と記載する。



の

⑲ 通訳人が検察庁の被疑者調べを通さずに直接裁判所に出頭した場合，

料に加えて旅費.日当も裁判所が支給することになります|一
その場合は，旅費日当請求書も作成します。

裁判官の押印は不要ですが，押印してしまった場合でも削除せず引き

でください。

鰍
■

⑩

当 請 求 書通 訳 人 旅 費 日呈／

住 所
千葉県○○市△△3－4－5

（フリガナ）
ﾄｳｶﾞ朴トシ

氏 名 東金さとし

請
求

者

千葉地方裁判所 御中

平成30年（む）第1233号被疑者自称アイルトン マンセルに対する道路交通法違反被疑事件につい
て．旅費日当を請求します。 ，

平成30年 9月 Z日

出 頭 場 所

千葉地方裁判所

出 頭 年 月 日

平成30年 9月 Z日
匡写，」

定決支 給

平成30年 9月 Z日

係官印④
事

日当1日分

自

旅費
至

支 給 額

円計

由額金

円

片道 Km内

円

／
円

一
一

一

訳

ー

店行・金庫・組合振込先金融機関名

’
号

金
別 番

預
種 口

’

｜
」

－ ．－－ L－q －

一そ而奈~ぽ通訳科請求書,に準~C~で処理してください。

振込一戸ラーニ ー 弓〆

前記の支給額を領収しました。

平成 年 月 日
印氏 名

備
考



⑪

通 訳 人 立 会 表

平成 30 年 9 月 Z 日（土 曜日）立 会 年 月 日

震 金 さとし通 訳 人 氏 名

ポルトガル 語

一一三巨通 訳

五
口

二
冨
口

開始午前⑬

終了午前G髪

時
時

３
３

分
分

０
５

０
１時 間立 会

旅費につき次のとおり確認した。
(旅養日当を裁判所で支給する場合のみ確麗）

ZICカード利用あり ロICカード利用なし

ヌ

ｰ

考備

／

／
の

裁判所から通訳人に対し，

旅費日当を支給する事案

の場合，通訳人にIC

カード利用の有無を確認

してください。

11
ｰ

ｰ



⑫

会

菫雨

に 関 す る 照通 報 の 要

被疑者 自称アイノZz人ン マンセル

国民として領事関係に関するウィーン条約第ブラジル連邦共和且あなたは，

36条第1項(b)の規定に基づき，拘禁された事実を貴国の領事機関に通報する

ことを要請することができます。

要請するかどうかを回答書に記入してください。

なお，当該領事機関に対しては，我が国の法令に反しない限り，信書を発するこ
ー

とができます。

千葉地方裁判所

答回

平成30年9月Z日

被疑者に記入させ，署名指

印を受けます。

千葉地方裁判所 御中

:拘禁者氏:二二
/ rn捜査‘

I▼

の
ー

マンセ/j/
、 玄

①=蕊駕琴纏雛養篁
段階で通報を要請しない旨照会手続

を経ているものは，裁判所で改めて

の通報手続は不要です。

・裁判所での照会手続のために本用

要請します。

通報することを

要請しません。

紙を使用する場合，

用紙を使用します

I -~rl ｡
注：該当する文字を○で囲むこと。 用；批を使用L

α， 』…燗報忽 ■■■
“に通緬0．9．Z漬事宮に遁穀した旨○○譽

ノ

３
３

▼、
’通報手続をしたら，余白に書記官がその旨を記入押印します。



⑬

平成30年 9月 Z日

ブラジル連荊共諏7国 領事館 殿

千葉地方裁判所

裁判所書記官 船 橋 太 ！

貴国国民の身柄の拘束について（通知）

ｰ

標記について，下記の者を拘禁したので通知します。

記

平成30年 9月 Z日禁 の 日 時拘1

自称アイノZ/メン マンセノノ／被拘禁者の氏名2

(西暦自称Z95裂年 7月20日生）

道路交邇法違反罪 名3

Lロ

勾 留拘 禁 の 種 類4

ヂ糞ゆ央 警察署留置施設禁 の 場 所拘5

q

千葉地方裁判所裁判所の名称6

用します。

ノ

、_ノ

職印旧一

｜■ 麺



R2. 6. 1改訂, R3.6.1改訂
｜

I

被疑者国選手続見本記録
(千葉地裁処理ver．）

①
②

③
④

⑤
⑥
⑦

上訴申立害等記録簿記載例

チェック表

国選弁護人選任請求書・資力申告害

ファクシミリ送信書記載例（裁判所→支援センター宛）

国選弁護人候補指名通知依頼害記載例

勾留状写し（3枚組）

受領書（支援センター→裁判所宛） 上記④「ファクシミリ送信害」の下欄

を使用したもの

ファクシミリ送信書（支援センター→裁判所宛「指名通知書」送信用，

下欄は裁判所→支援センター宛「受領書」として使用）

国選弁護人候補指名通知書

国選弁護人選任書原本記載例（原本は弁護人に送付）

請書（原本とともに送付するもの）

国選弁護人選任書写し（通知済付記の記載例）※上記⑩の写しを記録に残す。

国選弁護人選任通知書記載例

請書（上記⑪が後日裁判所に提出された場合）

ｰ

⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

ｰ



（ 《

令和 年 （記）

窪ま…國鋼｜事件番号｜|被告人・少年等｜ 文 書 の 標 目 ｜ 差 出 人 ’'担当部||受領印|｜ 傭一一一考
(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号 ・
棒 ロ ロ 鑑峰､平 “

200 1 号）
闇睾胃＝■＝

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

任
件

選
埜蜂

日
洵

隼
ｒ
ｌ

ロ

年

口

月
日エイ

産
令
号2002

号）

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）

号
倖 R 口 華圭俗二王j=卜

2003
号）

華圭膀二王J寺＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
律 ロ ロ 錐圭I澤韮J=卜

2004
号）

『葎目雪星一

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

号
倖 ロ ロ 錐圭嵯里坐ルト

2005 ●

号）
当落韮上卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任

年(わ）

月
日矛令
号2006

号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任

年(わ）

ロ

月
日手↑

崖
〈洞口方2007

号）
ロ 嬬判砦二壬ルト

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

再

月
日羊↑

律
令
号2008

号）
ロ 錘封建王イニ卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）

号
俸 ロ ロ “半1号旦壬上卜

2009 ◆

号）
鑑二劉暑昌壬央卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月
日系令
号2010

号）

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



〔《

令和 年 （記）
進行番号||受付｜事 件 番 号｜被告人・少年等｜ 文 書 の 標 目 差 出 人 ｜担当部||受領印’ 備 考

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

［．

万．

崔 口 ロ 睦鋒且坐挫

201 1 号）
錐錘ﾕ壬ｲ壬

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

口

月
日手年

律
令
号

日 選任
年(わ）2012 号）
ロ酷捧ﾐ韮J吾1．

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
律 ロ ロ 酷士嶋二壬上↓

2013
号）

主催二進f』‐

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

号
律 ロ ロ 錘 雑旦壬j÷

2014
号）

錐判暑ﾐ王ｲ十

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

口

月
日エイ

律
令
号

日 選任
年(わ）2015 ●

号）
ロ 錐当警二王上卜

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

［．

で

崖 ロ ロ 睦判号旦壬 挫

2016 号）
腰犀目雲巨＝

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月

令和
号

2017
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

・
ロ

月
日ギイ

律
令
号

日 選任

年(わ）2018 号）
口 鑑判与ﾕ王膿1．

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）

号
荏 ロ ロ 轄土堪旦壬上↓

2019
号）

鈴封建王上＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

月
日手か．

崔
令
号

日 選任
年(わ）2020 号）

ロ ロ 隼 判茎二王J弐・

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



（《

令和 年 （記）
露＝＝函踊＝＝画萱号｜|被告人・少年等|｜ 文 書 の~－漂一目一｜ 差 出 人 ｜卿…｜ 備 考

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
産 ロ ロ 隼鉾2￥ 件

202 1
号）

鑑判÷ﾕ王ｲ守卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

ロ

月
日諦号律

日 選任
年(わ）2022 ●

号）
ロ 酷幸嶋こ垂"＝＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
律 ロ ロ 鏥判基二坐"＝卜

2023
号）

對苓二王ルト

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月
日舗号律2024

号）
ロ ロ 籠封蓋王上卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

任
梓

選
坐搾

日
洵

錘
ｆ
Ｉ

ロ

年

口

月
日エイ

俸
令
号2025 B

号）
錨当÷ﾕ王土卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
倖 同 ロ 鑑判啓二壬j－卜

2026 ●

号）
当筈二進』=卜

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ)
号
倖 河 口 睦当斗二王j=＋

2027
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
倖 再 ロ錘封詫王ｲ吾卜

2028
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
崔 ロ ロ 罐土腱旦坐f－L

2029
号）

睡鋒亀王J=卜

(む）
|

｜

’

口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

ロ

月
和

体
く洞口言

日 選任
年(わ）2030

号）
…目…ロ

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



（ （

令和 年 （記）

露歪＝露鋼|－事件番号｜被告人~･■…｜ 文 書 の 標 目 差 出 人 ｜|担当部||受領印|’ 備 考
(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

ヒコ

万一

律 ロ ロ 鑑士l碁ﾕ壬上卜

203 1
号）

当暑呈韮ｲート

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

号
律 同 ロ 隼土鳴皇裟J-卜

2032
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

月
日手年

崔
令
号

日 選任

年(わ）203 3
号）

R 口隼鐸二王"寺卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）
号
俸 ロ ロ 鏥雫陰ﾕ壬ルト

2034
号）

当暑亀王j十 ‐

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

口

月
日手
年
律

令
号2035

号）
ロ睦封÷ﾐ韮"嘗卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

口

月
日手午

崔
令
号2036

号）
…員函昌■■■

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
崔 ロ ロ 捧聿嶋二壬j－L

2037
号）

蝉聿嶋二王j－L

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

号
倖 ロ ロ 酷当塞進上＋

2038
号）

酷当÷鳥進上＋

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）

号
崔 ロ ロ 嬉捧邑華J－L

2039
号）

錘ﾕ韮j＝＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月

令和
号

2040 ●

号）
、

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



《《

令和 年 （記）

進行番号｣函鋼｜事件番号|L被告人___2少年等｜ 文 書 の 標 目 I差 出 人 I…鯛｜ 備 考
(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付
ロ

月
日羊年

律
令
号

日 選任
年(わ）204 1

号）
ロ 壁土1号二王士卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少．付

ロ

［
月
日手年

律
令
号

日 選任
年(わ）2042

号）
函季目函昌■■■

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

ロ

日
勾
口季〃

律
令
号

日 選任

年(わ）2043
号）

口 鐘鋒二王J十

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

再

月
日エ小

倖
〈洞口言

日 選任

年(わ）2044
号）

ロ隼封落準』言＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
倖 R ロ “主催ﾐ王ｲ十

2045
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

画

月
日エイ

佳
令
号

日 選任
年(わ）2046

号）
ロ 錯對菩坐ｲ十

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

月
日字〃

佳
令
号

日 選任

年(わ）2047 ●

号）
Eー…目…厚ﾛ■■■

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
倖 ロ ロ 擁判暑ﾕ壬脂＋

2048
号）

封謹韮走＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

月
日矛令
号

日 選任
年(わ）2049

号）

2050 1
(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月
日幸〃‐

崖
〈洞口言ゞ号）

画一鐸昌…厚U■■■

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



（ （

令和 年 （記）

露窪…函調｜事件番号」|被告人・少年零|｜文 書 の 標 目 ｜~－差 出 人｜卿…｜ 備 考
(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付
陣

月
日季牛

律
令
号

日 選任
年(わ）205 1 号）
匪澤員…胃■

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

任
件

選
埜華

日
洵

酷
ｒ
、

ロ

年
ロ

同
月
日エイ

痒
く洞口方2052

号）
睦華二王f卜

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

号
鐸 ロ ロ縮当暑晶韮上卜

2053
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）
号
崔 ロ ロ 嬉挙ﾕ坐 畔

2054
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

同

月
日聿↑

律
令
号2055

号）
ロ 酷封茎韮ルト

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
倖 円 口 鑑型暑呂韮j吾卜

2056
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記） ．

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

口

月
日季年

律
令
号205 7

号）
口 鑑当苓ﾕ韮狩．

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

口

月
日ギイ

律
令
号2058

号）
ロ 隼判塞王ｲﾏﾄ

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任

年(わ）

月
日毎号律2059

号）
ロ ロ鑑鍵ﾐ王ｲ十

(む） 口国選弁護人選任請求書．
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月

令和
［．

万一

崖 面

2060
号）

－ロ 壁捧二韮LL

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



《《

令和 年 （記）
進行番号||受付｜ 事 件 番 号 ｜被告人・少年等’ 文 書 の 標 目 差 出 人 ’'担当部||受領印I 備 考

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
律 円 ロ 鑑捧ﾕ坐縄．

206 1 叩

号）
犀…日

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月

令和
号
倖 ロ

2062 号）
ロ 鑑判砦ﾕ韮〃寺卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任

年(わ）

口

月
日手午

律
令
号2063 号）

口 鏥圭陛ﾕ韮凋．

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）
号
崔 ロ ロ 隼土磐ﾕ坐上卜

2064 号）
籠当÷島韮j=＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

号
倖 ロ ロ 嬉士l皇二坐ﾉｰﾄ

2065 ●

号）
縮卦澤韮j十

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任

年(わ）

月

令和

号
崔 ロ

2066 号）
露窪昌…昌一

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）．

号
倖 ロ ロ 隼判署二王J＝卜

2067 号）
型晉二王〃守卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任

年(わ）

月

令和

号
2068 号）

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）
号
律 ロ ロ 隼君署ﾕ坐ｲ寺卜

2069 号）
錘挫ﾐ韮〃寺卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

口

月
日零年

律
令
号2070 号）

ロ 鑑判る二坐卿一

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



（ （

令和 年 （記）
進行番号||受付|・事 件 番 号｜被告人・少年等｜ 文 書一の 標 目 差 出 人 ｜|担当部||受領印I 備 考

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
年 ロ ロ 鏥 判喜二壬糸-8.

207 1 e

号）
鐇封塞韮企1．

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
痒 何 口 隼判器包辛ルト

2072 ◆

号）
錘二王班言＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
倖 ロ ロ 捧土1暮二壬上卜

2073
号）

錘判暮二王士＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

口

月
日エイ

律
令
号

日 選任

年(わ）2074
号）

ロ壁土偶男王ｲ言卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
律 ロ ロ 轄土l苫二王上I．

2075
号）

鑑封塞王ｲ十

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
痙 ロ ロ 錘挙且梁 挫

2076
号）

鑑捧呈壬LL

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

任
峰

選
堅錘

日
洵

錘
ｒ
、

ロ

年

ロ

【
月
日エイ

律
令
号2077

号）
鱸君署畠韮ｲ十

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）
号
崔 ロ ロ 隼当込旦坐樫

2078
号）

鑑判警二王侭。

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）

号
倖 ロ ロ 錘鋒二王J手

2079
号）

鋒二王J十

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月
日系令
号2080

号）

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



（（

令和 年 （記）

差 出 人 ｜担当部||受領印進行番号||受付|｜事 件 番 号 ｜被告人・少年等’ 文 書 の 標 目 備 考
(む） 日 選任

年(わ）

口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付
ロ

月
日ギイ

崔
令
号208 1 号）

…目…畠■■■

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

日 選任
年(わ）

検 被 弁 少 付

ロ

月
和

律
令
号2082 号）

ロ鱸主竪ﾐ王ｲート

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）
号
倖 円 口 錯封暑島王〃』．

208 3 号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）
号
崔 ロ ロ 錐土腱旦坐“

2084 号）
匿澤ﾖ函黒一

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月
日羊↑

律
令
号2085

号）
ロ ロ錘当塞進上＋

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

日 選任

年(わ）

検 被 弁 少 付

月
日羊↑

律
令
号208 6

号）
屑 口縮型号ﾐ坐ｲ吾卜

(む） 月 日 選任

令和 年(わ）
ロ

万

倖 ロ ロ 酷鐸ﾕ坐企卜

口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

208 7
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

日 選任

年(わ）
検 被 弁 少 付

ロ

月
日千卯

律
令
号2088 号）

ロ“釜晶準縄．

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

月 日 選任 ｜

令和 年(わ）
1コ

言

倖 ロ ロ錨判響王ｲート

検 被 弁 少 付

2089 ■

号）
｜

｜

’
(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

口

、
月
日エォ，

崔
令
号

＝

2090
号）

重■智缶旨

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



《《

令和 年 （記）
可進行番号｜受付'’事 件 番 号 ｜被告人。少年等|｜ 文 書 の 標 目 差 出 人 ’'担当部||受領印|’ 備 考

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）
号
崔 同 ロ 鑑挙旦￥ｲ』．

209 1 号）
鑑拳二壬ｲ剖一

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

号
崔 ロ ロ 挙士4基旦韮ルト

2092 号）
塗圭竪ﾕ王土卜

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）
号
俸 ロ ロ 鏥幸腱二王卿．

2093
号）

卦塗韮蛙 ’

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任
令和 年(わ）

号
曇 ロ ロ 隼＊腱二坐凰。

2094 号）

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
(平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）
号
佳 ロ ロ 隼当る､華ｲ剖・

2095
号）

罹昌函戸司

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任
年(わ）

月

令和
号
崖 ロ

2096
号）

國吾澤目＝戸一

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 日 選任

年(わ）

ロ

月
日手午

棒
令
号2097

号）
ロ 準畠峰是壬御。

(む） 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付 月 日 選任

令和 年(わ）

号
律 口 口鏥判暑ﾕ韮膿卜

2098
号）

(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

日 選任

年(わ）
検 被 弁 少 付

ロ

月
日字が画

崔
令
号2099

号）
ロ鑑当落韮j=卜

’
(む） 口国選弁護人選任請求書

口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記）

検 被 弁 少 付

2100
号）

※：「国選弁護人選任請求書」とあるのは，「国選弁護人選任書・資力申告書」を意味する。



〔《

平成 30 年 （記） ①
”＝＝岡「事件番号~11被告人･_少年等|｜文書の標目｜差出 人1卿､露圖罰｜ 備 考

30（む) 2 234 口国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記） 号）

検魍弁少付 9月 2日 選任

平成 年(わ） 号
年 月 日簡裁送付

※

1 2000

※
７ヂ糞 麓9．Z

30（む）

木更箪癖

回国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記） 号）

検⑲ 弁 少 付 9月 5日 選任

平成 年(わ） 号

年 月 日簡裁送付

※
２

200 1 内房潅子9．5

30（む) Z248 回国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記） 号）

検②弁 少付 9月ZZ日華 却下
平成 年(わ） 号

年 月 日簡裁送付

※
３

2002 掛戸次朗9．ZZ

30（む）

語…

回国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
(平成 年(記） 号）

検魑 弁 少 付 9月 Z2日 選任
平成 年(わ） 号
年 月 日簡裁送付

※
４

2003 市川 節

一一一g･Z2

30(む) Z226 口国選弁護人選任請求書
回国選弁護人複数選任申出

（平成24年(記)1998号）

検被② 少付

讓県茅鐘士会

9月 Z6日 選任

平成 年(わ） 号

年 月 日簡裁送付

※
５

2004 ヂ葉大筋9･Z5

30(む) Z25" 日国選弁護人選任請求書
口国選弁護人複数選任申出
（平成 年(記） 号）

検 鍾弁 少 付 9月 Z5日 選任

平成 年(わ） 号

年 月 日簡裁送付

※
６

2005 外房淳二9･Z5

…周…

’ (以下記載省略）

※1 本庁（地裁）で勾留請求時に請求書が提出された場合の記載例

※2 木更津簡裁で勾留状発付後，本庁に請求書が提出された場合の記載例（平日なので地裁処理。この場合，事件番号欄は特に記載しない。）

※3 本庁（地裁）で勾留請求時に請求書が提出されたが，却下命令が出された場合の記載例

※4 千葉簡裁で勾留状発付後，請求書が提出された場合の記載例（平日なので地裁処理。この場合，事件番号欄は特に記載しない。）
地裁本庁後出は，事件番号欄に「千葉地裁」と書く。

※5 本庁（地裁）に弁護士会から国選弁護人複数選任申出が提出された場合の記載例(本事件の事件番号を（）内に記入する）

※6 即決裁判手続によることの同意確認を求められた被疑者から，国選弁護人選任請求書が提出された場合の記載例

※7 選任日等の結果を記入。起訴後に本案に合綴した場合は（わ）番号を記入する。

注意1 事前に請求書を受けた場合であって最終的に当該被疑者の勾留請求がなされなかった場合（釈放又は家裁送致）は欠番処理とする。

注意2 勾留請求が却下された場合，被疑者が国選弁護人請求を撤回した場合は，いずれも欠番処理ではなく却下ないし撤回の旨を明示する。



チェック表 千葉地裁処理用

被疑者国選弁護人選任請求事件ﾁｪｯｸ表(千葉地裁処理用.R4.1 0)
記入方法:各項目の□の内容についてチェックしたら､担当者(現実に当該事務処理をした者)が認印すること｡項目の
途中で翌日に引継ぐ場合は､チェック内容の該当番号を付して認印すること｡引継事項があれば備考欄に記載するこ
と｡引継ぎを受けた者は続いてチェックし､同様に認印すること。

令和 年 月 日被疑者氏名

認印 I 備考チェック項目･内容

口勾留質問時

請求なし

1請求は勾留請求以後か

①口 勾留請求時に請求あり

口 上記の場合発付した勾留状の写しを作成する

②口 勾留状発付後の請求

2被疑者から国選弁護人選任請求書･資力申告書が提出されているかどうか

①口 提出あり､記載事項点検済み

②口 上訴申立書等記録簿記載(千葉地裁 令和 年(記)第 号）

③口 添付資料(④口資力ある場合不在･不受任通知書）

⑤勾留状発付後の請求の場合ロ勾留状写し

3資力審査等

①口 現金鰯預貯金等資力が50万円未満

②口 現金･預貯金等資力が50万円以上

③口 私選弁護人選任申出なし

④口 国選請求撤回 ⑤口 国選請求撤回せず

⑥口 私選弁護人選任申出あり

⑦口 不在｡不受任通知あり ⑧口 不在･不受任通知なし

ﾁｪｯｸ表

1～4につき

内容確麗済

指名通知

依頼する

裁判官印

⑳

ｰ

4私選弁護人が選任されていないか(※勾留請求書第4項の記戦及び弁瞳人選任届の有無を確認）

口 選任されていない 口 選任されている(辞任届 口付き※ □なし）

※辞任届付弁護人選任届が提出されており､かつ､資力が50万円以上の場合

口 弁護人の報告書あり ロ 弁護人の報告書なし
※辞任届付弁護人選任届が提出されている場合は､その写しを国選記録に編てつ

5司法支援センター千葉地方事務所へ国選弁護人候補指名通知依頼

すること※朧f閏主層蓮垂垂蜘駆國師昼魏』旧正志副雌目するここ

①口 令和 年 月 日依頼送信済み

②口午後5時時点でのセンターの対応確認(③口即日処理

6司法支援センターからの指名通知

口 指名通知受信(弁護士名 ）

④口翌日処理）

7国選弁護人選任書作成等 ※ すること
ｰ 口幽盆の裁判官による選任書作成･決裁(写し含む）口上訴申立書等記録簿に結果璽重

8国選弁護人選任書を弁護人に送付

口原本を郵便で送付(請書同封）口 原本を窓口で交付(請書受領｝

9国選弁護人選任通知及び選任書写しに通知済の付記

①口 被疑者(留置施設） 付記□

②口 検察官 □

③ロセンター千葉地方事務所 □

10却下命令の場合

①口 却下命令作成･決裁

②口 却下命令謄本を被疑者に送達(刑事訟廷で行う）③□FAXで送信(即日送達できない場合）

認印I ; , :臘考 11: ; 以下賎遁任に至らな6超脅朧麗ｽ蝿(至露10を齢): ﾂ: !ド
． ‐．、． ・ ・”・ ・ ・・．－_=_=二一．．．.－．．‐‐－‐：:． ． 一 ’・‐ ． 、 ．.-‐・-'’‐．‐ ．．‐．． 、

勾留請求なし →右の備考欄に裁判官印をもらい､ﾁｪｯｸ表･選任鯖求書を刑事舩廷に引き継ぐ

勾留質問時に撤回 → ﾁｪｯｸ表･選任請求書･撤回書を刑事訟廷に引き継ぐ

勾留請求却下

産記アー選荏訂ロ
ー
□
一
口

ア
｜
｜
イ
｜
｜
ウ

求として受け付け

ないことにつき

裁判官印

⑳

チェック表・
→ 書のコピー
事訟廷に弓瀞難聯

□ 、 検察官からの準抗告申立なし

□（ｲ）検察官からの準抗告申立棄却

□lｳ)検察官からの準抗告申立認容･勾留状発付 → 上記5以降の事務を行う



③

国選弁護人選任請求書。資力申告書
裁判官 殿

※ 該当する箇所の口印にし点を付け，必要事項を記入して作成してください。

(注意） 3に記載した合計欄の金額が50万円以上である場合には，この書面を提出して国
選弁護人の選任を請求する前に，必ず，千葉県弁護士会に対して，私選弁護人選任の
申出をする必要があります。

1 次の事件について，2に記載した理由により私選弁護人を選任することができ

ないので，国選弁護人の選任を請求します。

強 盗 致 瘍事件名

2 理由

※(2)ア又はイの口印にし点を付けた場合で，千葉県弁護士会から通知書を受け

取っているときは，この請求書と一緒に提出してください。

図（1） 貧困のため
□（2） 平成 年 月 日，千葉県弁護士会に対して，私選弁護人の選任

を申し出たが，次の理由から選任することができなかったため

ー

ロ ア 千葉県弁護士会から弁護人となろうとする者の紹
ロ イ 紹介された弁護士に弁護人の選任の申込みをした

l.･･･ー'一ー ー‘ー一 一 一 一 一 ー ー ー‘･･｡ー ー ー ー‐~・一 一 一 ー‘･･･ー‘一一ー・~

’事前請求がある場合は,勾留請求前に押送担当者がま’
1とめて持参するので，受付をしてください。同時に請求書の I
｜記載に不備,記載漏れ等がないかをﾁｪｯｸしてください。1
11 事件名が正しく記載されていること

3 2 請求の理由にしがなされていること

｜3資力の記載がされていること(無しの場合にも無にしを，
入れる。） 記載

介 ○

が

入れる。） 記載したとおりで間違いあ
14 日付，氏名（指印),生年月日が正しく記載されてい I

ろこと

ド偽の記載をした場合は,10
1－－．－．■一・・■■』一 一 一 一 一 一 一 一口－－0．．0口．－ － － － － －，．．口－ －．－ － － － －

内訳 現金 （口無 図有 → 約50, 000円）
金融機関に対する預貯金（団無 口有 → 約 円）
社内預金等 （団無 口有 → 約 円）
金融機関の自己宛小切手（図無 口有 → 約 円）
郵便為替 （図無 口有 → 約 円）

ー

合計 約 50, 000円
※金融機関に対する預貯金とは,預金のほか,郵便貯金又は農業協同組合,農業協同組合連合会,漁業協同
組合，漁業協同組合連合会，水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会に対する貯金のこと
です。

※ 社内預金等とは，使用者（船員の場合は船舶所有者）に対する貯蓄金又は公務員共済組合，公務員共済組
合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対する貯金のことです。

へ

Ⅱ

q

平成30年 9月 Z日
一

｡

氏 名 印他事件で国選弁護人が選任されていたら，
その旨を国選弁護人候補指名通知依頼書に
記載することになります。

－．4超狸.“毎､4．爵且‘4．翼且生&鼠_..』● 、 ー

別所の職員が記 跡多ごと聿冒 等の写し

這
＝

取調べ担当検察官所属の検察庁
留置・収容場所 雪司溌巡査○○○⑳

）

国籍
他事件での国選弁護人選任の有無

｜有□
壼叩二一口鉦へ

語
名函

□



④

,｡｡･･･--------.-‐‐-‐ ---------...ﾏｰｰｰｰｰｰｰｰ'．.~~~~‘･~~~~~･~････1

ﾌｧｸｼﾐﾘ送信する前に支援セ’ －．_…一一一……….エ戒.､3..Q."g.9…且__]一日一..….……

ﾝ'一為てに鶴連鮒てからｼｧｸｼﾐﾘ|奪鮭霊総辮蕊駕&琴篁送信作業を行ってください。

｜判所で受付→センターへの指名通知依頼，国選弁護

日本司法支援センター千葉地方事務所凋人選任書の決裁,選任通知は全て｢千葉地方裁判所」
；で処理することになる(決裁当日の勾留担当が地裁．簡

千葉地刀裁であるかは関係ない｡)。
裁判所書記官

電 話 043-222-0165（
事件番号は，勾留事件番号

(地裁｢む」，簡裁｢ろ｣)で差し

支えない。

ⅡＩＩｌＩＩＩⅡＩＩＩＩＩＩⅡ１１１ＦFAX

LごP

L－p→｡一一凸一■■畠･■■⑧■一■･手中。｡争一‘■－■■■■■ワロローワーーーーーーーーーーーー－0

’ 平成30年（む）第1234号国選弁護人選任請求（被疑者千葉健）について，

下記文書を送付します。

記

1 国選弁護人候補指名通知依頼書 1通

2 勾留状写し 1通 以上

；勾留状は.裁判官の認印,契！

※ なお，受信された際は，速やかに下記の受領書を測印，訂正印等に漏れがない；

します。 ｜か，勾留状2枚目の刑事訴訟；

法60条1項各号に定める事由
ー

の記載に漏れがないかを確認し

てから写しを作成します。

受 領 書 L

L 』

千葉地方裁判所

裁判所書記官 殿

日本司法支援センター千葉地方事務所

担当者

上記文書正に受領しました。
l

l

b

』



⑤

il

千葉地方裁判所日本司法支援センター千葉地方事務所 御中

斗城30年9月1日平成30年9月3日 依頼日通知回答期限進行番号

千葉中央警察署留置施設8群唖年12月18日生ﾁﾊﾞｹﾝ

生
年
月
日
一
一
通
訳
言
語

千葉健 勾
留
場
所

被
疑
者

事件名勾留日 番号

強盗致傷”30年は〃第1234号｡城30年9月1日事
件

‐

｜
’』岬陣諒霞鐸

国選弁護人

選任請求の別
37条の2

●●警察署留置施設に移送の可能性あり
本庁（地裁・簡裁）以外の裁判所で勾留状を発付（口木更津簡裁分 □
他事件での国選弁護人選任 （弁護人氏名 ）
本件で派遣された当番弁護士（弁護士氏名 ）
刑事訴訟法第37条の5（複数（追加）選任）
すでに選任されている弁護人氏名 （ ） 内諾ある弁護
障害者刑事弁護制度に関する連絡（

援助私選弁護人から国選弁護人への切替（弁護人氏名

□
□
□
□
□

口八日市場簡裁分
）

）蛍

口市川簡裁分）

連
絡
事
項

）

■
二
■
、

｜
’

必要に応じて「連絡事項」に記載してくださ

い。

氏名

ｰ

T
●

国
選
弁
護
人
候
補

住所又は事務所

ｊ
ｊ

く
く

（ ）TEL

携帯電話

FAX

弁護士会所属弁護士会名

総合法律支援法第3

9条第2項に掲げる

国選弁護人契約弁護

士の別

口総合法律支援法第39条第2項第1号

口総合法律支援法第39条第2項第2号

国選弁護人候補指名通知依頼書

国選弁護人候補指名通知書



⑥

指揮印

勾 留 状 ’

千葉健

昭和62年12月18日生

不定

無職

氏 名

年 齢

住 居

職 業

延長

被疑者

被疑者に対する強盗致傷被疑事件について，同人を千葉中央警察署留置施設に勾留する。 延長

被疑事実の要旨 別紙のとおりｰ

刑事訴訟法60条1項

各号に定める事由
次葉のとおり

平成30年9月8日 まで有効期間

この令状は，有効期間経過後は，その執行に着手することができない。この場合には，これを

当裁判所に返還しなければならない。

平成30年9月1日

千葉地方裁判所

子④裁判官 館 山 春

ｰ 勾留請求の年月日 平成30年9月1日

平成 年 月 日 午 時 分
執行した年月日時及び

場所
一一一 一一 一 ■ローーー ー一 一一一一 ローー ーーー 一一一一■一一一 ＝一一一 一■■－－－－■一一一ロ ー 凸 一一一一一一 ■一一一一一 一 一 ■凸 一 一

記名押印

執行することができなかっ

たときはその事由
一ー ー－ーー 一■一 ■‐ ー ■ ー ‐ ー ー■‐■‐口一一一一 巳一ら一 色一凸一一一一一午守凸今一

平成 年 月

画
詞
一

記名押印
、

平成 年 月 日 午 時 分
勾留した年月日時及び

取扱者

(被疑者用）1

(被疑者 千葉健）
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刑事訴訟法60条1項各号に定める事由

下記の 1，2，3 号に当たる。

1 被疑者が定まった住居を有しない。

2 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。

3 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

勾 留 期 間 の 延 長

延 長 期 間

平成 年 月 日まで

延 長 期 間

平成 年 月 日まで

理 由

ｰ

由理

一ニーー.=一一ﾛ 一一. .＝－由一一一一一=一一一■一一一一専守一ワーー凸凸・由一 一一一一一一=＝=－－－－■イーー一一一句一一一 一頃一 一ロロ韓守 一一一．甲一一.－－－－一一一一一一一一一一ー一一一

平成 年 月 日

裁判所

裁判官

平成 年 月 日

・裁判所

裁判官

勾留状を検察官に交付した年月日勾留状を検察官に交付した年月日

平成 年 月 日

ｰ

平成 年 月 日

裁判所書記官裁判所書記官

勾留状を被疑者に示した年月日時勾留状を被疑者に示した年月日時

平成 年 月 日 午 時 分 平成 年 月 日 午 時 分

刑事施設職員刑事施設職員

2

(被疑者 千葉健）
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ヂ葉 麓

〆万留状写しをFAX送信する際へ
には，被疑事実の要旨の余白に被

疑者氏名を鉛筆で付記しておき

ます（支援センターでの取り違え

逆止のため)。 _ノ被疑事実の要旨

被疑者はA及びBと共謀の上，金員を強取しようと企て， 平成30年5月6日午後1

F

0時10分頃，千葉市中央区中央○丁目○番○号先路上において，同所を通行中のC(当‐

時26歳）を呼び止め，やにわにその顔面を手拳で殴打し，左足を蹴る等の暴行を加え，

｢金を出すか殺されるかどっちがいい。」等と申し向け，更に同人の顔面，左足を数回殴

打あるいは蹴る等の暴行を加えてその反抗を抑圧するも，同人が現金を所持していなか

ったことから，その目的を遂げず，その際，上記暴行により同人に対し，全治10日間

を要する左眼球打撲，左結膜下出血並びに左眼瞼外傷及び眼瞼皮下出血の傷害を負わせ

たものである。

ｰ



⑦

平成_旦－2年且月_竺日

ファクシミリ送信書

日本司法支援センター千葉地方事務所 御中

千葉地方裁判所

裁判所書記官 鰐 鍔 患

電 話 043-222-0165（平日）

FAX

Lニヨ

平成30年（む）第1 234号国選弁護人選任請求（被疑者千葉健）について，

下記文書を送付します。

記

1 国選弁護人候補指名通知依頼書 1通

2 勾留状写し 1通 以上

※ なお，受信された際は，速やかに下記の受領書を返信していただくようお願い

します。

平成30年9月Z日
一 一 一

受 領 書
ー

千葉地方裁判所

裁判所書記官 殿
支援センターから受

領書が送信されたら
日本司法支援センター

担当者 ○○
受付印を押します。

I

楓あ詞 幕

念上記文書正に受領しました。
緯／当直射

’ I30.9.1

r~､、錨 時 ウ艶
ノ蕊一一／－－

蕊 錘鑪‘
顎
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平成 30 年 9 月 Z 日

ファクシミリ送信書

千葉地方裁判所 刑事訟廷室 御中

（千葉・木更津。八日市場・ 市川）簡易裁判所 刑事係 御中

千葉地方裁判所 刑事第 部 御中

千葉地方裁判所 （木更津・八日市場） 支部 御中

千葉家庭裁判所 （本庁・ 木更津。八日市場）支部 御中

田
口

□
□

□

日本司法支援センター(法テラス千葉）

ｰ

■ 添付の国選弁護人候補者指名通知書を送信いたします。
※被告人の場合公判時間連絡メモ､付添人の場合審判時間連絡メモを含む

受信された際は,速やかに下記の受領書を返信して頂くようお願いします。

以上

0

受 領 書

平成 年 月 日日本司法支援センター

千葉地方事務所 国選課 御中

ｰ

千葉地方裁判所 刑事訟廷室

（千葉・木更津・八日市場。市川）簡易裁判所 刑事係

千葉地方裁判所 刑事第 部

千葉地方裁判所 （木更津 ・ 八日市場 ） 支部

千葉家庭裁判所（本庁 ・木更津・八日市場）支部

国
ロ

ロ
ロ

ロ

蕾三壬

〆

送信書と指名通知書にそれぞ

れ受付印を押し，送信書（受

領書）をファクシミリで返信

します。

角上記文書正に受領しまし

、

(合計 Z 通）



⑨

事件番号 平成30年第1234号

被疑者 千葉 健

事件名 強盗致傷

平成30年09月01日

千葉地方裁判所 殿

法テラス千葉

写

国選弁護人候補指名通知書

頭書の事件について、~F記のとおり通知します。

記

国選弁護人候補者氏名 佐倉 一郎

住所(事務所） 〒285-0038

千葉県佐倉市弥勒町92

電話

FAX

所属弁護士会名 千葉県弁護士会

購霞認為嬬):鱒麓鱒

043210432 1

0432101234

ｰ

9条第2項第1号（普通契約）

9条第2項第2号（一括契約． スタッフ）

備考欄

f幾蕊グ
ー

Ｌ

1 雪

受付印を押します。 』

I戸「 30．9．1

(-噸時ツ鶴く墓三一蓼



⑩

平成30年（む）第Z23響号

国 選 弁 護 人 選 任

聿自

千葉県弁護士会所属

弁護 士 佐 倉 一 郎

ヂ 葉上記の弁護士を被疑者 鱈 に対する

強 盗 致 傷 被疑事件の国選弁護人に選任する。q~_』

平成30年9月Z日

千 葉 地 方 裁 判 所

館 山 春裁 判 官

庇ー

名
案

指
起

補
を

候
書

人
任

護
選

弁
，

選
ら

国
た

ら
れ

か
さ

一
信

タ
送

ン
が

セ
書

援
知

支
通

「

し，裁判官の決裁印を受けます。

ノ

に_ノ



⑪

請 書

平成 年 月 日

千葉地方裁判所 御中

千葉県弁護士会所属

弁護人弁護士 佐 倉 一 郎

住所（事務所）千葉県佐倉市弥勒町92

電話 043－210－4321

印

ｰ

被疑者千葉健に対する強盗致傷被疑事件（平成30年（む）第1234号）につ

いて，国選弁護人選任書1通を受領しました。

aー

魂
齢

ま
を

し
の

送
も

郵
の

に
用

宛
知

人
通

護
留

弁
勾

を
は

書
手

請
切

と
の

本
め

原
た

書
の

任
付

選
送

り
１
１
１

してください。
ノ

ｰ



⑫

②
の

し付交
。

に
す

人
ま

護
り

弁
残

は
に

本
所

原
判

の
裁

書
は

任
し

選
写

廻

平成30年（む）第Z23裂号 Lノ

国 選 弁 護 人 選 任 書

千葉県弁護士会所属

弁護 士 佐 倉 一 郎

ヂ 葉 健上記の弁護士を被疑者 に対する

強 盗 致 塲 被疑事件の国選弁護人に選任する。

平成30年9月Z日

ｰ

這~剛/重雲弁護人選任通知書により通
～

知が完了したら,選任書写しに通

’ 所

館 山 春 子手続きをしたこ

尋印します。

とを明らか にし，

､'_

続年月日）図 前同日（通知手
ー

相手方（通知方法）図 検察官（口 使送 図 ﾌｧｸｼﾐﾘ）

因 被疑者（ﾌｧｸｼﾐﾘ）

･支援ｾﾝﾀｰ(，熱書記⑳
口 平成 年 月 日（通知手続年月日）

相手方（通知方法）支援センター（ﾌｧｸｼﾐﾘ）

裁判所書記官



⑬

平成30年（む）第1 234号

被疑者 千葉健

被疑事件 強盗致傷

平成30年9月1日

E兎､検察庁宛は，事前に電話連絡をした 、

上で通知書をFAXで送信するか，

通知書写しを庁外事件送付簿で検

察庁当直室に送付します。
_ノ

千葉地方検察庁検察官 殿

千葉地方裁判所

裁判所書記官 船 橋 太

043-222-0165（代表）電話

FAX ’ｰ

国選弁護人選任通知書

頭書の被疑事件について，下記の弁護士が，国選弁護人に選任されたから通知し

ます。

記

弁護士氏名 佐倉一郎

事務所又は住所 〒28 5-003 8

千葉県佐倉市弥勒町92

TEL O43-210-4321

FAX O43-210-1234

千葉県弁護士会

（総合法律支援法第39条第2項に掲げる国選弁護人契約弁護士の別）

総合法律支援法第39条第2項第1号

ー

一

指名通知書を見ながら弁護人情報を登録します了～、
・弁護人の携帯電話番号は表示しないようにしてくださ

い。

・総合法律支援法39条2項に掲げる国選弁護人契約弁

護士の別は同通知書に記載されている号数を登録しま

す。

ノ



⑬

平成30年（む）第1 234号

被疑者 千葉健

被疑事件 強盗致傷

平成30年9月1日

雲亮一被疑者宛は，勾留先の警察署留置管理課宛 、

てに警察電話で電話し, FAXに切り替え

てもらった上で通知書をFAXで送信し

ます。
_ノ

被疑者 千葉健 殿

千葉地方裁判所

‘図
裁判所書記官 船 橋 太

電話 043-222-0165（代表）

''－－ ’FAX
ｰ

国選弁護人選任通知書

頭書の被疑事件について，下記の弁護士が，国選弁護人に選任されたから通知し

ます。

記

弁護士氏名 佐倉一郎一

事務所又は住所 〒28 5-003 8

千葉県佐倉市弥勒町92

TEL O43-210-4321

FAX O43-210-1234

千葉県弁護士会‐



⑬

(む）第1234号

千葉健

強盗致傷

平成30年

被疑者

被疑事件

平成30年9月2日

日本司法支援センター千葉地方事務所 御中

センター宛は，事前に電話連絡

上で通知書をFAXで送信しま千葉地方裁半リ所

職印

裁判所書記官 船 橋 太 郎 ’

１
》

電話043-222-0165（代表)L-j
FAX

｡ｰ

国選弁護人選任通知書

頭書の被疑事件について，下記の弁護士が，国選弁護人に選任されたから通知し

ます。

記

弁護士氏名 佐倉一郎

事務所又は住所 〒28 5-003 8

千葉県佐倉市弥勒町92

TEL O43-210-4321

FAX O43-210-1234

千葉県弁護士会
ー



⑭

請 書

平成3"年9月2日

御中千葉地方裁判所

千葉県弁護士会所属

①弁護人弁護士 佐 倉 一 郎

住所（事務所）千葉県佐倉市弥勒町92

電話 043-21 0-432 1

、ロ

被疑者千葉健に対する強盗致傷被疑事件（平成30年（む）第1234号）につ

いて，国選弁護人選任書1通を受領しました。

｡

(C請書は,原本を係宛てに提出してもらうことになります。

|蔑蕪蜑鰹欝驚塵麓ゞ

区．』

ノ

、_ノ


